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南部町告示第56号

平成22年第７回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

平成22年８月25日

南部町長 坂 本 昭 文

記

１．期 日 平成22年９月10日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

板 井 隆君 仲 田 司 朗君

雑 賀 敏 之君 景 山 浩君

杉 谷 早 苗君 赤 井 廣 昇君

青 砥 日出夫君 細 田 元 教君

井 田 章 雄君 足 立 喜 義君

秦 伊知郎君 亀 尾 共 三君

石 上 良 夫君

○応招しなかった議員

植 田 均君
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平成22年 第７回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成22年９月10日（金曜日）

議事日程（第１号）

平成22年９月10日 午前11時30分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第４号 平成21年度健全化判断比率について

日程第６ 報告第５号 平成21年度資金不足比率について

日程第７ 報告第６号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第54号 平成21年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第９ 議案第55号 平成21年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第10 議案第56号 平成21年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第57号 平成21年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第12 議案第58号 平成21年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第13 議案第59号 平成21年度南部町建設残土処分事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第60号 平成21年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第61号 平成21年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第62号 平成21年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第17 議案第63号 平成21年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第18 議案第64号 平成21年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第19 議案第65号 平成21年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定について
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日程第20 議案第66号 平成21年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第21 議案第67号 平成21年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第22 議案第68号 南部町立おおくに田園スクエア条例等の一部改正について

日程第23 議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第24 議案第70号 平成22年度南部町一般会計補正予算（第２号）

日程第25 議案第71号 平成22年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第26 議案第72号 平成22年度南部町老人保健特別会計補正予算（第１号）

日程第27 議案第73号 平成22年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

日程第28 議案第74号 平成22年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第４号 平成21年度健全化判断比率について

日程第６ 報告第５号 平成21年度資金不足比率について

日程第７ 報告第６号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第54号 平成21年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第９ 議案第55号 平成21年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第10 議案第56号 平成21年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第57号 平成21年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第12 議案第58号 平成21年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第13 議案第59号 平成21年度南部町建設残土処分事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第60号 平成21年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第61号 平成21年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

－３－



日程第16 議案第62号 平成21年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第17 議案第63号 平成21年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第18 議案第64号 平成21年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第19 議案第65号 平成21年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第20 議案第66号 平成21年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第21 議案第67号 平成21年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第22 議案第68号 南部町立おおくに田園スクエア条例等の一部改正について

日程第23 議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第24 議案第70号 平成22年度南部町一般会計補正予算（第２号）

日程第25 議案第71号 平成22年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第26 議案第72号 平成22年度南部町老人保健特別会計補正予算（第１号）

日程第27 議案第73号 平成22年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

日程第28 議案第74号 平成22年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）

出席議員（13名）

１番 板 井 隆君 ２番 仲 田 司 朗君

３番 雑 賀 敏 之君 ５番 景 山 浩君

６番 杉 谷 早 苗君 ７番 赤 井 廣 昇君

８番 青 砥 日出夫君 ９番 細 田 元 教君

10番 井 田 章 雄君 11番 足 立 喜 義君

12番 秦 伊知郎君 13番 亀 尾 共 三君

14番 石 上 良 夫君

欠席議員（１名）

４番 植 田 均君

欠 員（なし）
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事務局出席職員職氏名

局長 谷 口 秀 人君 書記 伊 藤 真君

書記 芝 田 卓 巳君

書記 加 藤 潤君

説明のため出席した者の職氏名

町長 坂 本 昭 文君 副町長 藤 友 裕 美君

教育長 永 江 多輝夫君 病院事業管理者 田 中 耕 司君

総務課長 森 岡 重 信君 財政室長 唯 清 視君

企画政策課長 長 尾 健 治君 地域振興統括専門員 仲 田 憲 史君

税務課長 分 倉 善 文君 町民生活課長 加 藤 晃君

教育次長 稲 田 豊君 病院事務部長 陶 山 清 孝君

健康福祉課長 前 田 和 子君 保健対策専門員 櫃 田 明 美君

建設課長 三 鴨 義 文君 上下水道課長 頼 田 泰 史君

産業課長 景 山 毅君 農業委員会事務局長 真 壁 紹 範君

監査委員 須 山 啓 己君

議長あいさつ

○議長（石上 良夫君） 冒頭に欠席について御報告いたします。植田議員より９月の６日、２カ

月間欠席したいと診断書を添えて報告がありました。体調不調によるものでございます。議長と

して許可いたしましたので、報告いたします。

９月定例会の冒頭に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

秋の気配が感じられますものの、まだまだ残暑厳しき毎日でございます。ことしの夏は記録的

な猛暑でありまして、軒並み３５度を超える猛暑日が連続いたしまして、つい先日には京都で３

９．９度が記録されたところであります。熱中症でお亡くなりになる高齢者の方々が多数に上る

そうでありますので、町民の皆様もくれぐれ体調管理、健康管理に御留意され、御自愛なされま

すことを御祈念申し上げるところでございます。

さて、本定例会におきましては、２１年度決算認定が１４件、補正予算案５件、条例の一部改

正案ほか２件、合わせまして２１件の付議案件について御審議いただく予定になっています。後

ほど、町長から議案の内容について説明がございますが、議会といたしまして町民の御要望にこ
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たえるべく、提出されております諸議案に対しまして慎重審議いただき、適正かつ妥当な議決に

達することをお願いいたしまして、９月定例会における議長の開会冒頭のごあいさつといたしま

す。

町長あいさつ

○町長（坂本 昭文君） ９月定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

ことしの夏は歴史的な猛暑であり、各地で気象台始まって以来というような暑い日が続きまし

たが、議員各位におかれましてはお元気で議員活動に精励され、お喜びを申し上げます。おかげ

さまで町政は順調に推移をしており、大きな事件も事故もなく、うれしく思っているところであ

ります。

なお、２学期がスタートしましたが、町内で下校途中の子供が不審な自動車に引き込まれると

いう事件が発生しました。幸いに、機転のきいた子供の判断で難を逃れ、大事には至りませんで

したが、一歩間違えば大事件に発展したと考えるとぞっとする次第であります。今まではよそご

とでしたが、間違いなく南部町でも起こったわけでございますから、どうぞ地域防災については

みんなで心がけ、安心して暮らせる地域づくりに心がけるように皆様方の御協力をよろしくお願

いを申し上げる次第であります。

８月４日には、境地内でてんぷら油に引火して消防団の出動がありましたが、自力で消火され

大事には至りませんでした。幸いに、けが人もなく安堵しましたが、火の取り扱いにはくれぐれ

も御注意されますようにお願い申し上げます。

６月議会以降の新生児が１６人、お亡くなりになったお方が３６人で、８月末の人口は１万１，

７５０人と減少傾向にあり、憂慮しております。それぞれの皆様の健やかな御成長と、心からの

御冥福を本議場を通じてお祈り申し上げます。

本定例会では、平成２１年度一般会計決算認定を初め、各会計の決算認定、条例改正、２２年

度一般会計補正予算など、２１議案を後ほど上程し、御審議いただく予定となっております。い

ずれの議案につきましても町政の推進にとって必要な議案でありますので、慎重御審議をいただ

きまして全議案とも御賛同賜り、御承認いただきますようによろしくお願いを申し上げまして、

開会のごあいさつにいたします。よろしくお願いします。

午前１１時３０分開会

○議長（石上 良夫君） ただいまの出席議員数は１３人です。地方自治法第１１３条の規定によ

－６－



る定足数に達しておりますので、平成２２年第７回南部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（石上 良夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、次の２人を指名いたします。

７番、赤井廣昇君、８番、青砥日出夫君。

⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（石上 良夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、１９日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、１９日間と決定いたしました。

⋞ ⋞

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（石上 良夫君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第４ 諸般の報告

○議長（石上 良夫君） 日程第４、諸般の報告を行います。

まず、鳥取県町村議会議長会における行政調査について報告をいたします。

７月２０日から７月２２日の日程で東京農業大学のバイオマスエネルギーセンター、宮城県角

田市のあぶくま農学校及び亘理町のおおくまふれあいセンターの３施設において行政調査を実施

いたしました。

東京農大は生ごみのエタノール変換及び高速メタン発酵システム、樹木ごみの炭化燃料システ

ム、生ごみの有機質肥料システム等、食糧⋞健康⋞環境⋞バイオマスエネルギーの研究が進めら

れており、特に生ごみについては大学の食品廃棄物、近隣の学校から発生する生ごみはエタノー

ル化及び肥料化システムで処理されており、受け入れ単価によりましては採算ベースは達成可能

であり、さらに研究、推進を行う計画でありまして、今後も全国から官民を問わず視察を積極的

－７－



に受け入れ、エコテクノロジーの認識を全国に広めていきたいと強調されておりましたことが強

く印象に残っております。

次に、宮城県角田市のあぶくま農学校は宮城県南部に位置し、仙台から南へ約４０キロ、約５，

０００ヘクタールの田園空間が広がっており、過去何度も繰り返されました阿武隈川のはんらん

によって生まれた肥沃な大地によって、角田の生み出す米、野菜、畜産物や果物は大変おいしい

と、地元の皆さんの認識があります。食は「人に良い」と書きますように、まさに命を養うもの

で、角田の共同性は農家がみずから食している使用価値としての梅干しの生産から始まったと聞

きました。

あぶくま農学校は平成１２年度に創設され、角田の農業拠点として角田農業の発信を目指し、

シンボルマークの商標登録、自立と共生、命を守る農業を重点とし、食農学習の里づくりでは都

市部の子供と地元小学校との農業体験学習、自立農業塾におきましては風の塾と称し、次代を担

う人たちの農事学習、人格形成の場として自主的な企画、立案による運営を基本としています。

風の塾は新規参入希望者や農業に関心を持つ人たちに対し、基本的な知識等を体験し、プロの農

業者のもとで本格的な技術の習得を支援しております。ほかにも農業施設見学、講座、就農支援、

ウエブマガジンあぶくま農学校を発刊し、顔の見える農業を目指し、宮城大学、県畜産部との連

携等、さまざまな取り組みを工夫されており、農業振興、農政への参加、応分の責任共有から派

生する自立した農業者の育成に努められておりました。

最後に、おおくまふれあいセンターは、いわゆる道の駅として平成７年、経営基盤確立、農業

構造改善事業として、鉄骨平家建て約６７４平方メートルの施設であり、事業費は約１億９，２

００万円のうち、国、県の補助金もありまして、約２分の１の９，４００万円が自己資金であり

ます。主な販売品は野菜、果物、花、山野草、漬物、みそ類等で、仙台市から約２０キロに位置

し、自動車道もありまして、年間約５億円の売り上げがあります。年間の休日は正月の３日間の

みで、特に消費者との触れ合いを重視していると聞きました。将来的な課題と計画は、会員の意

見、要望を重視し、対応してまいりたいとのことであります。近隣の町の人口、交通の利便性を

生かし、望まれる産品を常に求めてまいりたいとの決意でありました。詳しい資料等は事務局に

供してありますので、閲覧していただきますようお願いいたします。

続いて、去る７月１４日に議員全員研修会を開催し、南部町の公共交通をテーマに国土交通省、

中国運輸局、鳥取運輸支局専門官並びに町担当課との企画政策課より、南部町の公共交通の現状

と課題、具体的な施策と実践例などについて研さんを深めました。

続いて、鳥取県西部行政管理組合議会について報告をいたします。去る８月２４日開会されま
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した西部広域行政管理組合臨時議会については、提出された５議案、すべて全員一致で可決され

ました。その主な内容について報告をいたします。

議案第９号、専決処分であります。広域行政一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

改正につきましては、米子市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部が改正され、職員に対して

支給する派遣特別業務手当を廃止することから、本組合職員も同様となるよう改正するものであ

ります。

続いて、議案第１０号、西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例の制定につ

いて、米子市職員の自己啓発等、休業に関する条例が制定されたことから、本組合においても同

様の扱いとなるよう改正するものでございます。

議案第１１号、西部広域行政管理組合火災予防条例の一部改正する条例の制定につきましては、

新たに実用化されました燃料電池について、火災予防条例に規定する発電設備に加えるため改正

するものでございます。

議案第１２号、財産の取得につきまして、消防体制の強化を図るため老朽化した消防ポンプ車

２台を更新し、弓ヶ浜出張所及び中山出張所に配備するものであり、災害対応型特殊ポンプ自動

車２台を取得価格５，８７８万９，５００円で購入するものでございます。

なお、同じく議案書は事務局に供してあります。閲覧のほどよろしくお願いを申し上げます。

以上で西部広域行政議会報告を終わります。

続きまして、議員からの報告を受けます。

南部町議会から派遣しております特別公共団体議会の報告を求めます。

初めに、南部箕蚊屋広域連合議会、細田元教君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（細田 元教君） 去る８月３１日に南部箕蚊屋広域連合議会が開

催されまして、そこで一般会計、２１年度南部箕蚊屋広域連合一般会計決算、介護保険事業特別

会計の歳入歳出決算を大きな議題として上げられました。御報告いたします。

一般会計では、歳入総額が４億８，７４９万５，０６６円、歳出総額が４億８，０８７万９，

２４９円で、差し引き残額６６１万５，８１７円。前年度に比べて歳入は１．２％の減、歳出は

０．１％の減となっています。歳入歳出とも、前年度とほぼ同額の推移となっていました。

続いて、介護保険の事業特別会計でございます。歳入総額が２５億２，７０６万３，９４０円、

歳出総額が２４億３，７８２万８，３０９円で、差し引き残額８，９２３万５，６３１円。前年

度に比べて歳入は３．６％の増、歳出は１．９％の増となっております。歳入歳出とも、２０年

度に比べて穏やかな増となっております。
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国の調整交付金の交付割合は給付費用の５％が基本でありますが、後期高齢化率が高く、所得

水準が低い広域連合では７．５６％と多く交付金を受けております。介護保険料の現年度分の収

納状況は、調定額が４億１，２６１万７，８００円に対して、収入済み額は４億９７７万９，６

４０円、未収額が２８３万８，１６０円であります。この未収額には還付未済額特別徴収分２６

万６００円と、普通徴収分１万５，１００円が含まれていますので、実未収額は３１１万３，８

６０円となり、この結果、収納率は９９．２％で、前年度は９９．１％であります。ほぼ横ばい

であります。

未納者数は、前年度と比較して１３人の減です。未収額は５１万２，１２０円の減です。一方、

滞納繰り越し分は、調定額６２８万５，６８０円に対して、収入済み額は７９万５，７６０円で、

未収額５４８万９，９２０円、収納率は１２．７％にとまっています。

この介護保険事業は、時効消滅が２年になっておりますので、２３１万４，９００円が不納欠

損処分されております。このため現年度の未収額は３１３万８６０円と、過年度滞納額３１７万

５，０２０円の、６２８万８，８８０円が２２年度に繰り越される結果となりました。これは２

１年度とほぼ同様の額であります。

ことし、今年度歳出の特徴は、介護報酬が従事者処遇改善のために３％上昇したものの、サー

ビス給付費が前年度と比較して小幅な伸びにおさまったので、歳出全体として１．９％の増とな

りました。サービス給付費は訪問介護、訪問看護、居宅療養、管理指導等の居宅サービスの減少

が見られ、通所介護、短期入所などのサービスが伸びております。また、訪問リハビリ、小規模

多機能型居宅介護は大きく伸びているなど変動があるものの、全体的には前年度と比べて微増と

なっております。施設介護サービスは老人保健施設、療養型施設において利用人数が減少してい

ますが、１人当たりの給付費は増加傾向にあり、施設介護サービスは療養型医療施設の利用の減

が影響して、全体では滑らかですが減少しています。

歳入の特徴は、前年度に積み立てた介護従事者処遇改善臨時特例基金を取り崩し、保険料上昇

分に１，１５７万１８８円、制度周知経費分２２８万９，５８８円を繰り入れて、また、４期計

画に基づいて介護給付準備金より３，１２９万３，０００円を繰り入れて歳入を確保しておりま

す。

これが大体の報告でございます。詳しくは事務所に閲覧をしておりますので、見てくださいま

せ。以上です。

○議長（石上 良夫君） 次に、南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合議会報告を求めます。

細田元教君。
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○南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合議会議員（細田 元教君） たびたびでございますが、９月６

日に２カ町清掃議会が開かれました。これは、そこにあります清掃施設の管理に伴う議会のでご

ざいますが、歳入総額が２億３９９万８，５２２円、歳出総額が１億８，２１８万２，２９０円、

差し引き額が２，１８１万６，２３２円となって、健全な経営を行っておりました。

これは、２カ町で運営しておりますので南部町にも持ち出し分がございます。南部町の持ち出

し分は、２１年度分担金は１億１，２６９万４，４９１円でございます。ちなみに、伯耆町は４，

６１７万８，９１９円でございます。

問題になっております２１年度の収集処理実績でございますが、２１年度の収集処理、何ぼ搬

送したかということですが、南部町は１，７０４．８トン。ちなみに、２０年度は１，７６６．

４トンで、マイナス６２トンの減になっておりました。ちなみに、伯耆町は２１年度が９９１ト

ン、２０年度が９９４．５トンでございますので、マイナス３トンでございまして、町の施策が

こういう形であらわれたということを議会に参加して実感いたしました。

詳しくは事務局に閲覧するようにしておりますので、どうぞ見てやってください。以上、報告

終わります。

○議長（石上 良夫君） そのほかの議員派遣報告はお手元に配付のとおりでございます。

ここで休憩をいたします。再開は午後１時とします。

午前１１時５６分休憩

午後 １時００分再開

○議長（石上 良夫君） 再開します。

⋞ ⋞

日程第５ 報告第４号 から 日程第６ 報告第５号

○議長（石上 良夫君） お諮りいたします。この際、日程第５、報告第４号、平成２１年度健全

化判断比率について及び日程第６、報告第５号、平成２１年度資金不足比率について一括して報

告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 町長より報告を受けます。

総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 総務課長でございます。報告第４号、平成２１年度健全化判断比率

について。
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２１年度決算に基

づく健全化判断比率を次のとおり報告をする。

お手元の方に健全化判断比率及び資金不足の表がございますので、それに基づきまして説明を

いたします。

健全化率についてでございます。平成２１年度決算に基づき健全化判断比率を算定した結果、

いずれの指標についても早期健全化基準を下回りました。実質赤字比率、それから連結実質赤字

比率、これは南部町に赤字があるかないかという指標でございます。両指標とも黒字であります

ので、実質赤字比率はマイナスの４．２１、黒字の４．２１ということでございます。連結実質

赤字比率はマイナスの９．７１でありますので、これも同じく黒字の９．７１％ということで指

標を下回っております。

それから、実質公債費比率、将来負担比率は、南部町の借金について将来どうなるか、また、

今現在どうなっているかということでございます。実質公債費比率は１６．４％、将来負担比率

は１２３．０となっております。右側の方に早期健全化基準を記載をしております。実質公債費

比率では２５％、将来負担比率では３５０％でありますので、両基準ともクリアするものでござ

います。

裏側をめくっていただきたいと思いますが、下段の方に財政健全化法についての参考として説

明をしておりますので、若干、健全化法についての概要を説明をいたします。

平成１９年６月に地方公共団体の財政の健全化に対する法律が公布され、地方公共団体は毎年

度健全化判断比率を監査委員に付した上、議会に報告するとともに、住民に対して公表すること

が義務づけられました。地方公共団体は健全化比率により、健全段階、早期健全段階、そして財

政再生段階の３つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞ

れのスキームに従って財政健全化を図ることとなります。

なお、指標の公表は平成１９年度決算から、財政健全化計画策定の義務づけは平成２０年度決

算から適用となっておるものでございます。

続きまして、資金不足比率について説明をいたします。報告第５号、平成２１年度資金不足比

率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２１年度決算に

基づく資金不足比率を次のとおり報告をする。

平成２１年度決算に基づき資金不足比率を算定した結果、いずれの指標についても経営健全化

基準の２０％を下回りました。具体的に資金不足は発生をしておりませんので、資金不足比率は
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なしということになります。

以下、ここに書いております会計すべてにおいて、資金不足は発生しなかったということを御

報告を申し上げます。以上でございます。

○議長（石上 良夫君） 報告について特に質疑がありましたら許可をいたしたいと思います。ま

ず、報告第４号、平成２１年度健全化判断比率について、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 次に、報告第５号、平成２１年度資金不足比率について、ございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 質疑がありませんので、これで質疑を終結いたします。

⋞ ⋞

日程第７ 報告第６号

○議長（石上 良夫君） 続いて、日程第７、報告第６号、法人の経営状況についてを行います。

町長からその報告を求めます。

まず、南部土地開発公社。

企画政策課長、長尾健治君。

○企画政策課長（長尾 健治君） 企画政策課長でございます。西伯郡南部町土地開発公社の経営

状況について御報告申し上げます。お手元の資料に沿って御説明を申し上げます。平成２１年度

西伯郡南部町土地開発公社、事業報告であります。

平成２１年度西伯郡南部町土地開発公社の経営状況を御報告いたします。

主な事業は以下のとおりであります。まず、１点目に、平成２１年度は新規事業はなく、継続

事業として、平成１９年度に開設したミトロキリサイクルセンターで引き続き建設残土の受け入

れを行っております。２１年度実績としまして、センター開所可能日数２８７日に対して残土搬

入日数２６７日で、センター稼働率９３．０％となり、８万９，０９４立方メートルの残土の受

け入れを行いました。

２点目に、アクロ用地の取得とカントリーパーク用地取得の償還を行いました。アクロ用地は

償還期間は９年、これは１８回返済であります。カントリーパーク用地は償還期間５年、これは

１０回返済であります。平成２１年度は各２回の返済をいたしました。アクロ用地は平成２５年

に償還終了予定で残り６回の返済を、カントリーパーク用地は平成２４年に償還終了予定で残り

４回の返済を予定しております。
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用地の保有状況は、アクロ用地の３，１２２平方メートルと、カントリーパーク用地４万５，

４２０平方メートルとなっております。

なお、第３５期における決算状況は、損益の部で総収入１億４，５６５万５，５２３円に対す

る総支出が９，６４４万６，３４４円、差し引き４，９２０万９，１７９円の純利益となってお

り、次年度への繰り越しとしております。これは、ミトロキリサイクルセンターの経営が順調に

行われているためです。

今後も「公有地の拡大の推進に関する法律」を遵守し、引き続き経費節減に努め、健全な財政

運営に心がけ、各種事業の円滑な推進を図ります。

以上、申し述べました御報告の詳細につきましては、以下の決算報告にそれぞれ載っておりま

すのでごらんいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 続いて、南部町地域振興会。

産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） 産業課長です。財団法人南部町地域振興会の経営状況について報告

いたします。南さいはく自然休養村管理センター緑水園ほか、周辺施設の管理、運営が主な事業

でございます。

決算書の１ページをごらんください。１ページの下段から１０行目のところに総括というふう

に載っておりますので、報告をいたします。歳出削減の重要性は非常に高いものの、今後も当財

団を取り巻く地域経済環境の傾向は、弱含みの推移が濃厚であることから、長期的視野に立った

経営体の生き残りをかけた新たな成長の芽の投資も不可欠であると判断し、年度当初予定してい

たタケノコの特産品化とふろの効率的な活用のための設備投資に踏み切りました。両施設ともで

きる限り内部人材を活用し、また支出を抑える工夫を凝らしながら進めてまいりました。

そのような経営努力の結果、売上高の落ち込みを対前年比マイナス４３２万円、純損失も指定

管理料１，４４１万８，０００円の範囲内の１，３３０万円に抑えることができ、経常利益１２

８万５，０００円、税引き後当期利益８７万９，０００円の黒字決算で、繰り越し利益剰余金も

１，０５７万８，０００円と、初めて１，０００万円を超えて当期を終えることができました。

はぐっていただきまして、３ページに貸借対照表がございますので、説明をしたいと思います。

資産の部。流動資産２，８７２万２，９９４円、固定資産１５７万７，８１１円。資産の部の合

計でございますけども、３，０３０万８０５円。

負債の部でございます。流動負債１，４７２万１，９６８円。負債の部の合計、同じく１，４

７２万１，９６８円。

－１４－



純資産の部でございますけども、株主資本１，５５７万８，８３７円。純資産の部の合計も同

じくでございます。

負債及び純資産の部の合計でございますけども、３，０３０万８０５円でございます。

次に、４ページ、お開き願いたいと思いますけども、損益計算書でございます。大きい項目で

説明をさせていただきますので、数字の方は一番右のところになりますので、よろしくお願いし

ます。純売上高１億４，２３８万９，８０４円、売上原価４，３０１万６，０７０円、売上総利

益でございますけども、９，９３７万３，７３４円でございます。

次に、販売費及び一般管理費でございますけども、９，９０４万９９３円でございます。この

内訳につきましては、６ページの方に記載がしてありますので、ごらんをいただきたいというふ

うに思います。

そうしますと、営業利益ですが、３３万２，７４１円上がっております。営業外収益９５万４，

５６６円、営業外費用２，１４０円。経常利益といたしまして、１２８万５，１６７円。それか

ら次に、法人税等の充当額ですけども、４０万５，８００円。引きますと当期利益ということに

なりますが、８７万９，３６７円という結果になっております。

続きまして、財団法人南部町農村振興公社の経営状況について報告をいたします。

主な事業は農作業の受託及び委託に関する事業、特産品開発事業と食材供給受託事業です。農

作業の受託及び委託に関する事業は、水稲作業、大豆作業及びソバ作業の受託及び必要に応じて

担い手への再委託を行っております。

作業量は記載のとおりでございますので、ごらんください。

食材供給事業は、町内の公共施設、給食センター、ゆうらく、祥福園、西伯病院、保育園に地

元食材を供給するに当たり、食材の受注、発注及び食材代金の請求、支払いを行っております。

２ページの貸借対照表の説明をさせていただきます。資産の部。１、流動資産。流動資産の合

計ですけども、６３７万５，４９０円。２番、固定資産。（１）の基本財産の合計ですけども、

１，０００万円。（２）の特定資産の合計ですけども、１，５５６万４，８４４円。３番のその

他固定資産でございますけども、その他固定資産合計３０７万２，５７４円。固定資産の合計が

２，８６３万７，４１８円。資産の合計といたしまして、３，５０１万２，９０８円となってお

ります。

負債の部ですけども、流動負債合計４５０万３，４９５円。２番、固定負債合計２３２万４，

８２０円。負債の合計が６８２万８，３１５円でございます。

正味財産の部。正味財産合計２，８１８万４，５９３円。負債及び正味財産合計ですけども、
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３，５０１万２，９０８円でございます。

続きまして、３ページの正味財産増減計算書を説明をさせていただきます。当該年度のところ

で説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。１、一般正味財産増減の部。１、経

常増減の部、（１）経常収益、ここの基本財産運用益２万５，０００円、農作業受託収入１，３

４４万９２３円、中ほどにずっとおりていただいて特産品開発事業収入１９万５，８１８円、集

出荷事業収入９３万３５７円、受託補助金等３３５万９１４円、雑収益６，１００円。経常収益

計ですけども、１，７９４万９，１１２円でございます。

経常費用の方ですけども、事業費といたしまして１，１３０万４，１２２円、はぐっていただ

きまして一番上になりますけども、管理費５２１万７，３４０円、中ほどになりますけども、特

産品開発費２０万９９７円。経常費用の合計でございますけども、１，６７２万２，４５９円で

ございます。その下ですが、当期経常増減額１２２万６，６５３円を計上をしております。

経常外増減の部ですけども、経常外収益はございません。経常外費用につきましては、一般正

味財産期末残高としまして１，７０１万１，５９３円。

指定正味財産増減の部としまして、指定正味財産期末残高１，０００万円。正味財産期末残高

合わせまして２，７０１万１，５９３円でございます。

以下のページについては、参考資料ということでお読みいただければいいかというふうに思い

ます。

続きまして、南部⋞伯耆地域振興株式会社の経営状況について報告いたします。

特産センター野の花の管理、運営が主な事業でございます。

１ページには経営報告ということで、それぞれ月の報告がなされておりますが、２ページの一

番最後のところをお開き願いたいというふうに思います。景気の不安定でお土産品の売り上げが

減少、ファストフードコーナーは増加ということで、今年度は、ＥＴＣによる土日の高速道路一

律１，０００円効果か、土曜に観光客が集中し、土日のお昼のファストフードコーナーは来店者

が座って食べることができず、売り上げにつなげられなかった日もありました。その反面、平日

は冬季と同じくらいあいているような傾向になりました。そのため、職員一同、週末に力を入れ

て頑張りましたが、平日の落ち込み分を取り戻すほどではありませんでした。また、新型インフ

ルエンザの流行や、野の花の前での工事などの観光客の移動が制限される要因、また一部業界で

は景気が回復傾向にあるものの、お土産品販売関連の業界はまだその傾向にないことなどが影響

し、売り上げ（対前年９７％）、客数（対前年９８．９％）になりました。しかしながら、ファ

ストフードコーナーや農産物などはよい傾向にあるようですので、来年度もこのあたりは増加を
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期待できそうですということです。

続きまして、３ページの貸借対照表の説明をいたします。資産の部。流動資産１，９８９万３，

７４６円でございます。固定資産９１万４，５６６円。一番下の資産の部合計でございますけど

も、２，０８０万８，３１２円。

右に移りまして、負債の部。流動負債８９６万５５８円、固定負債ゼロ。負債の合計８９６万

５５８円。

純資産の部ですけども、株主資本１，１８４万７，７５４円。純資産の部の合計でございます

けども、同じく１，１８４万７，７５４円。負債⋞純資産の部の合計ですけども、２，０８０万

８，３１２円でございます。

続いて、次のページの損益計算書を報告いたします。これにつきましても大きな見出しのこと

について説明をいたします。数字につきましては、一番右の方に載っている数字になりますので、

よろしくお願いします。売上高２，０３７万５，７１０円、売上原価８００万３１９円、売上総

利益１，２３７万５，３９１円。

次に、販売費及び一般管理費ですけども、１，６０６万８，３０４円。これの内訳につきまし

ては、隣の５ページの左の方に載っておりますのでごらんください。

続きまして、営業利益ですけども、△の３６９万２，９１３円でございます。次に、営業外収

益５３０万７，９４６円、営業外費用５万７，２３７円、経常利益として１５５万７，７９６円。

一番下になりますけども、法人税及び住民税ですけども、１８万２，５００円。これを引きまし

て、当期純利益といたしまして１３７万５，２９６円を計上しております。

あとのページにつきましては、参考資料としてごらんいただきたいと思います。以上で報告を

終わります。よろしくお願いします。

○議長（石上 良夫君） 以上、４点について報告を終わりますが、特に質疑がありましたら許可

をいたしたいと思います。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。

以上で法人の経営状況の報告を終わります。

⋞ ⋞

日程第８ 議案第５４号 から 日程第２８ 議案第７４号

○議長（石上 良夫君） お諮りいたします。このたび地方自治法第１１７条の規定による除斥の

必要がありますので、分割して提案説明をお願いいたします。
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まず、日程第８、議案第５４号、平成２１年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定についてか

ら、日程第２２、議案第６８号、南部町立おおくに田園スクエア条例等の一部改正までを一括し

て説明願い、続いて、日程第２３、議案第６９号、公の施設の指定管理者の指定についてを説明

いただき、その後、日程第２４、議案第７０号、平成２２年度南部町一般会計補正予算（第２

号）から、日程第２８、議案第７４号、平成２２年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算

（第１号）までを、それぞれ分離して提案説明をお願いいたします。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 御異議なしと認めます。よって、日程第８、議案第５４号から日程第２

２、議案第６８号までの提案説明を願います。

町長から提案理由の説明を求めます。

総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 総務課長でございます。それでは、平成２１年度の一般会計歳入歳

出の決算について御説明をいたします。その前に資料の確認をしていただきたいと思います。議

案書でございます。それから、ちょっと厚目になりますが歳入歳出決算書。それと、Ａ３の決算

資料というものがございます。この３点によりまして説明をいたしたいと思います。

それでは、議案書の方に戻っていただきまして、議案第５４号、平成２１年度南部町一般会計

歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２１年度南部町一般会計歳入歳出決算を別紙

監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。

白い厚目の決算書でございます。９７ページをお開きください。実質収支に関する調書という

ものと、それからＡ３の決算資料の１ページをめくっていただきたいと思います。白い表紙の決

算書でございます。まず、実質収支、５番目に書いておりますけども、１億８，９７８万１，９

２９円の黒字となったことをまず御報告をいたします。決算資料に戻りますが、決算の状況、上

段からの説明をいたします。平成２１年度南部町一般会計の決算額は、歳入７０億６，６８９万

３，０６０円、歳出６８億４，２４０万６，０３６円で、形式収支は２億２，４４８万７，０２

４円となっております。この形式収支から、繰越明許費等に係る翌年度に繰り越すべき財源３，

４７０万５，０９５円を差し引いた実質の収支は、１億８，９７８万１，９２９円の黒字となっ

ております。この額から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、７，３３０万３，９８２

円の黒字となっております。当該単年度収支に財政調整基金への積み立て額を加算をし、財政調

整基金の取り崩し額を差し引いたものに繰り上げ償還額を加算して求めた実質単年度収支は、１
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億６，５２０万７，３２５円の黒字となっております。これは、前年度比較で１億２，７６４万

１，４９５円の増となっております。表でいきますと、一番下の右側の比較のところにございま

す。以下、表を、２１と２０の比較をしておりますので確認をお願いをいたします。

めくっていただきまして、歳入の状況から御説明をいたします。歳入の状況に入ります前に決

算書に戻ります。この厚い方に戻りますけども、１ページ、２ページの方をお開きいただきたい

と思います。まず、不納欠損額を御説明いたします。町税の不納欠損額が２ページ目の真ん中の

上段のところにございます、１６３万４，９１４円。それから、下から２段目になりますけども、

分担金及び負担金の部分でございます。これは保育料の不納欠損でございまして、４５万７，６

００円を計上をしております。もう１ページめくっていただきまして、合計額を書いております

が、不納欠損額の２１年度決算額は２０９万２，５１４円を計上しております。また、収入未済

額は、その右側の方にございますけども、８，９９８万８，１８２円でございました。

それでは、もう一度、大きいＡ３の紙に戻っていただきます。たくさんの内容がございますの

で、千円単位でかいつまんだ説明を、２１と２０の比較によりまして御説明をさせていただきた

いと思います。一般会計の歳入の状況ということで表にしております。

まず、自主財源の関係でございますけども、町税でございます。９億４，２３６万７，０００

円の決算としております。対前年度比で申しますと、２，７７５万８，０００円の減となってお

ります。増減率では２．９％の減でございます。町民税、町民法人税ですが主な減の内容でござ

います。

真ん中どころの方に、諸収入１億９，６６６万２，０００円の決算をしております。昨年に比

べまして７，４２７万２，０００円、６０．７％の増となっております。これは、新エネルギー

の補助金、それからコミュニティ助成事業交付金等がございます。

自主財源の計のところを見ていただきたいと思いますけども、自主財源が１５億２，２４７万

５，０００円、全体に占めます割合が２１．５％、前年対比で２，０６１万４，０００円、１．

４％の増となっております。

次に、依存財源の御説明をいたします。下段から３番目になりますけども、地方交付税が大き

く伸びております。これは、普通交付税、特別交付税の伸びによるものでございまして、３３億

９９９万３，０００円の決算にしております。昨年比で７，７６５万６，０００円、２．４％の

増ということでございます。

国庫支出金及び次のページの県支出金の関係でございますが、これは地域活性化関係の事業実

施によるものでございます。決算額が９億１，５６１万６，０００円、前年度対比で５億２，０
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７６万６，０００円、１３１．９％の大幅な伸びとなっております。

町債の関係でございます。５億８，７６０万円の決算をしております。昨年比較で６億１，７

２０万円の、パーセントで５１．２％の減となっております。これの大きいものは合併特例債事

業で、前年度は地域振興基金を造成をしておりますけども、２１年度はなかったということで大

きく減額となっております。

依存財源の合計でございますが、５５億４，４４１万８，０００円となっております。７８．

５％の全体に占める割合となっております。前年対比では６，９６２万１，０００円、１．３％

の増となっております。

歳入合計で見ますと、７０億６，６８９万３，０００円、対前年比が９，０２３万５，０００

円、１．３％の伸びとなっております。

下段の方に表をつけております。町債が思い切り減りまして、国庫支出金及び県支出金の方が

ふえたという形が見ていただけると思います。御確認をよろしくお願いをいたします。

また、めくっていただきまして、今の歳入に対しましての歳出の構造について御説明をいたし

ます。これは、一般会計の歳出の目的別でございます。代表的なものを各款であらわした費目ご

とに御説明をいたします。

まず、総務費でございます。決算額を１６億２，１６０万９，０００円の決算をしております。

対前年比でございますが、６億７，８１９万６，０００円、２９．５％の減となっております。

これは、先ほど申しました地域振興基金、２０年度は造成をしておりますが今年度はなかったと

いうことで、これが大きなものでございます。

民生費でございます。１３億９，９１４万６，０００円、対前年比で２，３３３万３，０００

円、１．７％の増となっております。これは、後期高齢者医療給付費や保育園運営費等が伸びて

おります反面、子育て応援特別手当等は減額となっております。

５ページに移ります。衛生費でございます。６億８３３万９，０００円の決算をしております。

前年比で５，８８２万７，０００円、１０．７％の増となっております。これは、病院事業への

補助金の増ということでございます。

農林水産業費でございます。４億７，００４万２，０００円、前年比で５，０３７万７，００

０円、１２％の増となっております。地籍調査事業と、それから次のページになりますけども上

げておりますが、プラザ西伯の修繕、それから緑水園の改修とバス購入というものが主なもので

ございます。

土木費でございますが、３億９，２４７万１，０００円、対前年比が６，９９８万４，０００
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円、２１．７％の増となっております。道路維持事業等が大きなものでございます。

教育費でございます。１１億１，７８４万５，０００円、５億４，３１６万円の対前年比増で

ございます。パーセントで９４．５％でございます。これも学校関係の改修費の増というもので

ございます。

めくっていただきまして、６ページに移ります。公債費の関係でございます。１０億９，６２

７万円、対前年比が４，８７９万６，０００円、４．３％の減となっております。辺地対策事業

債の減が主なものでございます。

下段の方に表をつけております。これも基金の関係、それから学校の改修の関係で、総務費が

減少しまして教育費がふえたということが見てとれると思います。

７ページに移ります。先ほど目的別で説明をいたしました。今度は性質別に表したものでござ

います。内容は同じでございますので、見方を変えてグラフの方に注目をしていただきたいと思

いますが、この中でも大きなところを御説明したいと思いますが、投資的経費の普通建設事業で

ございますが、１２億６，８３５万５，０００円、対前年比で８億３，５６３万８，０００円、

１９３．１％の増となっております。

それから、めくっていただきまして、そこに下段の方にグラフがございます。普通建設事業費

が大幅に伸びました反面、積立金が、基金積み立てを昨年みたいな形ではしておりませんので、

そこが圧縮となっております。

次、１０ページになります。基金の状況ということで御説明をいたします。財政調整基金でご

ざいますが、今年度は９，１９０万３，３４３円を積み増ししております。残高で５億８，６５

１万６，００６円という結果でございました。

減債基金でございますが、４０９万７，０１２円、７億３，４１９万６，０７０円の残高とな

っております。

その表の一番下の方をごらんいただきたいと思いますが、合計をしております。合計で２７億

４，６８２万８，２３３円の２０年度末、それに１億３，６７６万７９１円を積み立てまして、

４，１９９万６，４５０円を取り崩し、残高を２８億４，１５９万２，５７４円としております。

この２１年度の動きで見ますと、９，４７６万４，３４１円を差し引きでは積んだという結果で

ございます。

６番目の、地方債の状況でございます。これは、下段の方に計がございます。計で御確認をい

ただきたいと思います。２０年度末の現在高としまして、９０億２，５７９万２，７０７円の現

在高、これが平成２１年度に新たに発行しましたのが４億８，７４０万円でございます。元利償
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還金といたしまして合わせたものを償還をしておりますが、１０億９，６７２万４，０１５円を

元利で返済をしております。その結果、平成２１年度末の現在高ということで一番右端の一番下

になりますけども、８５億３，９３５万８，１７７円の残高となっております。２１年度の発行

と償還を差し引きますと、４億８，６４３万４，５３０円が減ったという結果となっております。

続きまして、財政指標の推移でございます。まず、標準財政規模でございます。これは自治体

が標準的な行政活動を行う上で必要となる一般財源の額で、その自治体の標準的な税収入額に普

通交付税、臨時財政対策債発行可能額を加えた額で算出をされるものでございます。

２１年度は、４５億２０２万７，０００円となっております。昨年比で１億８，０２３万４，

０００円の増となっております。

構成します表の中で書いておりますけども、臨時財政対策債発行可能額でございますが、３億

４，０８８万２，０００円、これは前年比で１億２，１２５万７，０００円の増となっておりま

す。

普通交付税２９億４，５５７万円、６，８３６万６，０００円の増となっております。

譲与税⋞交付金でございます。９，３３１万８，０００円、これは２７９万８，０００円ほど

減となっております。

標準税収入額です。６５９万１，０００円の減となっておるものでございます。

財政力指数でございます。これは、各自治体の財政上の能力を示す指数で、基準財政収入額を

基準財政需要額で割りまして算出されるものでございます。この指標は１に近いほど財政的に自

主財源が富んでるということでございます。

平成２１年度は、０．２８２となっております。０．００４ポイント減っております。

次、１２ページに移ります。地方交付税でございます。自治体間の財源の不均衡を是正し、標

準的な水準の業務を行うために必要な一般財源を保障するため国から交付されるもので、普通交

付税と特別交付税の２種類となっております。

まず、普通交付税でございます。２１年度が、２９億４，５５７万円でした。昨年比較で６，

８３６万６，０００円の増となっております。また、一本算定、これから始まるわけでございま

すが、それとの比較ということになりますと、４億１，８３６万８，０００円減ってくるという

ことでございますので、これに備えた財政運営を図らねばならないということでございます。

特別交付税でございますが、３億６，４４２万３，０００円で、９２９万円の増となっており

ます。

地方交付税の総額ということで、３６億５，０７９万３，０００円、昨年比で１億９，８８５
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万６，０００円の増となっておるものでございます。

続きまして、１３ページに移ります。経常収支比率でございます。これは、地方税や地方交付

税のように毎年経常的に投入される財源が、人件費や扶助費、公債費などの経常的に支出される

経費にどの程度充てられているかを示す指標で、この比率が高いほど財政運営は硬直化したもの

といえるものでございます。

平成２１年度が８６．４％になっております。昨年から見ますと、２．１ポイント改善された

という結果となっております。

公債費比率でございます。これは、公債費に充当された一般財源の標準財政規模に対する割合

で、この数値が高いほど財政構造の硬直性の高まりを示しています。一般的に、財政運営上１０

％を超えないことが望ましいとされております。

平成２１年度で、１５．２％となっております。昨年の比較で申しますと、０．７改善をされ

たということでございます。

起債制限比率、これは３カ年の平均でございますが、交付税により措置された額を除いて、一

般財源に占める公債費の割合を示すものでございます。この指標は地方債の許可制限を判断する

もとになり、過去３カ年度間の比率の平均が２０％を超えると一定の地方債の発行が制限される

ものでございます。

２１年度は、１１．７％でございます。０．４ポイントの改善がされたということでございま

す。

続きまして、１４ページに移ります。実質公債費比率、これも３カ年の平均でございますが、

平成１８年４月に地方債制度が許可制度から協議制度に移行したことに伴い導入された指標であ

ります。標準財政規模に占める公債費の財政負担の程度を示すものでございます。

２１年度が１６．４％でございます。前年比較で０．８％改善をされたものでございます。

地方債現在高の推移ということで、これは普通会計でございますが、平成２１年度で８５億８，

５０３万８，０００円となっております。前年比で４億１８万２，０００円の減少となっており

ます。

１５ページ目からは、県の市町村合併支援交付金の実績を載せております。

１６ページ、真ん中どころに平成２１年度の実績を載せております。コミュニティバス運行事

業でございます。交付決定額で申しますと、９９２万３，０００円となっております。文化継承

事業、内容的には小松谷盆踊り、法勝寺歌舞伎、一式飾り保存会への補助金になりますが、交付

決定額２４万２，５００円でございます。
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それから、平成２２年度でございますが、天萬庁舎改修でございます。これは平成２１年度に

しておりましたが、繰り越しをしたために２２年度になったものでございますが、２５０万円を

予定をするものでございます。

その結果、下のところにまとめておりますが、合併支援交付金交付限度額、これは５億でござ

います。１５年から２１年度までの交付決定額２億７，００５万２，４２０円となっております。

平成２１年度交付決定予定額が１，０８１万８，０００円でございます。この合併支援交付金交

付限度額の残高では、２億１，９１２万９，５８０円となっております。

９番目でございますが、公的資金の繰り上げ償還及び借りかえによる効果額ということで上げ

ております。平成１９年度から平成２１年度に公的資金の残債の一部について、これは高金利に

限るものでございますが、残債の一部について繰り上げ償還または低金利への借りかえが可能と

なりました。この結果、繰り上げ償還なり借りかえをしております。その削減効果額でございま

すが、表の一番下のところに合計としております。効果額だけ申しますと、平成２１年度は借り

かえを農業集落排水事業と下水道事業をやっておりますが、合計しまして４，３９９万４，２３

３円の効果が上がっております。

１９年度からの合計額で申しますと、１億５，１５９万６，７７２円の効果が上がっているも

のでございます。

１０番目ですけども、公共施設利用状況一覧ということで、その利用状況を載せております。

御確認をお願いをいたします。

以上で説明を終わらせていただきます。審議のほどをよろしくお願いをいたします。

○議長（石上 良夫君） 健康福祉課長、前田和子君。

○健康福祉課長（前田 和子君） 健康福祉課長でございます。議案第５５号について御説明を申

し上げます。この厚い白の決算書の方をお開きいただきたいと思います。議案第５５号、平成２

１年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２１年度南部町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

１２３ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。平成２１年度の国民健

康保険事業特別会計は、歳入総額１２億３，９１８万９，３５５円、歳出総額１２億３，１０２

万１，９２７円、歳入歳出差し引き額８１６万７，４２８円、実質収支額でございますが、同額

の８１６万７，４２８円でございます。

それでは、事項別明細に沿って御説明をいたします。１１３ページをお開きください。歳出の
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方から御説明を申し上げます。１款総務費でございますが、７８５万８，６７８円の支出済み額

でございます。総務費は、これはレセプト点検や徴税に係る経費でございますので、詳細につい

ては省略をいたします。

２款保険給付費、８億４，４０７万８，１５６円の支出でございます。前年と比較をいたしま

すと、３．３７％の増額でございます。原因といたしましてでございますけれども、平成２０年

に後期高齢者医療制度ができましたことから、被保険者数が３分の２となりました。そのために、

比較ができにくいのでございますけれども、給付費の内訳といたしまして、入院が減って外来給

付費の方が増加をしていることから、在宅で高度な治療が受けられるようになったことが考えら

れます。

次ページの保険給付費の内訳については省略をさせていただきますので、１１７ページの方を

お開きください。３款後期高齢者支援金でございます。支出済み額は１億３，５３３万８，０１

３円でございます。これは、平成２０年度と比較をして１５．４％の増でございますが、先ほど

申し上げましたように平成２０年度から制度が新しく創設されたために、これは１１カ月分の負

担だったことが主な要因でございます。

４款の老人保健拠出金でございます。１，３６７万４６２円を支出いたしております。これは、

平成１９年度の拠出金の精算でございます。

５款、６款につきましては省略をいたしますので、次ページをお開きいただきたいと思います。

７款の保健事業費でございますが、２，９６９万２，０８６円を支出いたしております。これは、

前年度とほぼ同額でございます。この科目の中には、人間ドック、特定健診、健康管理センター

の経費などが入っております。

次のページをお開きいただきたいと思います。９款でございますが、前期高齢者納付金等３８

万４，８１９円の支出でございます。これは、平成２０年度から新たにできました制度でござい

まして、被用者保険と国民健康保険の医療負担の調整を図ることを目的として創設されたもので

ございます。

以上、歳出合計でございますが、１２億３，１０２万１，９２７円の支出でございます。

１０３ページの方にお返りいただきたいと思います。歳入の方の御説明を申し上げます。１款

国民健康保険税、一般と退職と合わせまして、調定額２億７，７３８万８，８６５円の調定に対

しまして収入済み額でございますが、２億１，１３０万４，０３５円。不納欠損といたしまして、

３４８万２，６７５円行っております。差し引き収入未済額でございますが、６，２６０万２，

１５５円となります。現年分の一般被保険者と退職被保険者の税額を合わせました徴収率でござ
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いますけれども、９２．６２％でございました。

続きまして、２款でございます。使用料及び手数料でございますが、これは督促手数料ですの

で、省略をいたします。

３款の国庫支出金から１０７ページでございますけれども、７款の共同事業交付金までは定め

られた算式により交付されたものでございますので、調定額と同額の歳入処理を行っているので、

省略をさせていただきたいと思います。

１０７ページの８款でございます。財産収入でございますが、７７万９７２円の収入となって

おります。これは、国民健康保険費基金の積立金利子でございます。

次のページでございますが、１０款繰入金でございます。これは、一般会計からの繰り入れを

５，７７３万３，６８６円行っております。内容は、出産育児一時金、事務費繰入金、基盤安定

繰入金、財政安定支援事業繰入金でございます。それから、基金繰り入れを３，０００万円行っ

ております。

１１款の繰越金から、内容につきましては説明を省略させていただきます。

１１１ページでございますけれども、歳入合計といたしまして、調定額１３億５２７万４，１

８５円。それから、収入済み額１２億３，９１８万９，３５５円、不納欠損を３４８万２，６７

５円行いまして、収入未済額は６，２６０万２，１５５円でございます。

以上、御審議方、よろしくお願いを申し上げます。

続きまして、議案第５６号につきまして御説明を申し上げます。老人保健特別会計でございま

す。

議案第５６号、平成２１年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２１年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

１３４ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。平成２１年度の老人保

健特別会計は、歳入総額１，３０６万５，５６０円、歳出総額１，２８５万９，６０９円、歳入

歳出差し引き額２０万５，９５１円、実質収支額は同額の２０万５，９５１円でございます。

それでは、事項別明細の方で御説明を申し上げます。１枚返っていただきまして、１３２ペー

ジをお開きください。内容に入ります前でございますけれども、簡単に制度の概要を御説明いた

します。この老人保健制度は、平成２０年３月末で廃止となりましたために、現在、医療給付の

過年度請求等の精算業務を行っている会計でございます。

それでは、歳出の方から御説明を申し上げます。１款医療費、医療給付費は９，２７２万７，
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０００円の支出でございます。これは、過年度の医療給付費として国保連合会の方に支払ったも

のでございます。

２款諸支出金でございます。償還金は１，２７６万６，８８２円行っておりますが、これは老

人医療費に係る交付金や負担金の精算分でございまして、支払い基金と国、県に償還したもので

ございます。

以上、歳出合計は１，２８５万９，６０９円でございました。

２枚返って１２８ページをごらんください。歳入でございます。１款支払い基金交付金といた

しまして、医療費の交付金を１万９，０００円収入済みといたしております。

それから、５款の繰越金でございますが、これは前年度繰越金といたしまして、１，２７６万

８，１２１円収入済みといたしております。

６款の諸収入でございますが、次ページの返納金といたしまして、２７万８，４３９円の収入

処理を行っております。これは、医療費の過誤調整分といたしまして、国保連合会や医療機関か

ら直接返納されたものでございます。

以上、歳入合計が、調定額１，３０６万５，５６０円に対しまして、同額の１，３０６万５，

５６０円の収入でございました。以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（石上 良夫君） 教育次長、稲田豊君。

○教育次長（稲田 豊君） 教育次長です。議案第５７号について御説明させていただきます。

議案第５７号は、平成２１年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２１年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

決算書の方で御説明させていただきます。決算書１４５ページの方をごらんいただきたいと思

います。実質収支に関する調書でございます。平成２１年度の住宅資金貸付事業特別会計では、

歳入総額１，４００万９，７７４円、歳出総額１，４００万９，７７４円、同額でありまして、

歳入歳出の差し引き額及び実質収支額はありませんでした。

事項別明細書の方で説明させていただきます。まず、歳出に当たります１４３ページ、１４４

ページの方をごらんいただきたいと思います。この事業につきましては、同和対策事業の一環と

して資金の貸し付けを行い、その償還を行っているもので、現在新たな貸し付けは行っておりま

せんので、過去に貸し付けた資金の回収と起債の償還を行っているものであります。

歳出の方の総務費になりますけれども、こちらは事務費的なもので５万８，１４１円の支出済
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み額になります。

２款の公債費でありますけれども、住宅新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金、合わせまし

て２１年度中に１，３９５万１，６３３円を償還をしております。

予備費の方の支出はございません。

歳出合計といたしまして、１，４００万９，７７４円になります。

次に、歳入の方でございますけれども、２ページほど返っていただきまして１３９ページをご

らんいただきたいと思います。１款の県支出金といたしまして、調定額２６７万６，０００円、

収入済み額が同じく２６７万６，０００円になります。これは、貸し付け助成金及び償還助成事

業としての補助金になります。

繰入金につきましては、一般会計からの繰入金をいただいておりまして、調定額と収入済み額

同額の１７８万７，４５６円であります。

４款の諸収入でありますけれども、貸し付けておる資金の元利収入になりますけれども、総額

で調定額８，９６９万９２８円に対しまして、収入済み額が９５４万６，３１８円、１０．６％

の収納率になっております。それぞれ、新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金について、現年

度分と過年度分の金額の方を載せておりますので、ごらんいただけたらと思います。

収入済み額が１，４００万９，７７４円です。歳入歳出同額にしておりますので、よろしく御

審議お願いしたいと思います。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 上下水道課長です。議案第５８号について説明をいたします。

議案第５８号、平成２１年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２１年度南部町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会に承認を求めます。

決算書の１５６ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。農業集落排水

事業特別会計。歳入総額は３億３２７万８，２１０円、歳出総額は３億１７１万９，０９４円、

歳入歳出の差し引きは１５５万９，１１６円、実質収支も同額でございます。

戻っていただきまして、明細の方で歳出の方の説明をさせていただきます。ページ数は、１５

４ページです。一般管理費でございますが、支出済み額は２，１４７万２，３０４円。内容は、

人件費と分担金、使用料の徴収経費という内容になっております。決算資料の方の６４０ページ

の方に掲載しておりますけども、接続率は２１年度で８５．２％、水洗化率は２１年度８６％で

ございます。
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２の維持管理費です。支出済み額が４，８００万９，６７０円。維持管理費の内訳、それから

年度別の推移については、報告書の６４１ページの方に掲載をしております。昨年に比べますと

若干上昇をしております。

公債費の元金です。１億７，４４０万７，１９２円、利子は５，７８２万９，９２８円。公債

費の年度別推移につきましても報告書の方の６４３ページ、６４４ページに公債費の残高の推移

について掲載しておりますのでごらんください。

歳出合計ですが、３億１７１万９，０９４円です。

歳入について説明をいたしますので、１５０ページに戻っていただきたいと思います。１款分

担金及び負担金です。収入済み額が５９万円。内容は、過年度分の分担金ということになります。

件数としては２件が完納されたということで、収入未済額で３８５万５，４２３円を上げており

ますが、これは２４件分、昨年はそういうことで２６件だったのが２件減ったという格好です。

そのうち４件が分納中ということです。

２款の使用料及び手数料。収入済み額が６，７８２万９，２１８円。内訳は、現年度分が６，

７２２万２，６６８円、収納率が９８．６４％。昨年より少し上がっております。その下の滞納

繰り越し分ですけども、収入済み額が５８万５，６７０円、収納率が１７．４６％。これも昨年

より少し上がっております。収入未済額は２７６万８，５３５円。合計の滞納件数は６６件でご

ざいます。

３款繰入金ですけども、１億１，３００万円を一般会計の方から繰り入れていただいておりま

す。昨年は１億１，７００万円でして、資本費平準化債をかえるようにしたことがありまして昨

年より少し減っております。

繰越金は飛ばさせていただいて、５款の諸収入。雑入ですけども、収入済み額が１６１万７，

９６３円。内容は、県道改良に伴う移転補償費になります。

第６款町債です。そのうちの資本費平準化債が５，０３０万円。それから、借換債の方が６，

８９０万円。合計で１億１，９２０万円になっております。

収入額の合計は、３億３２７万８，２１０円でございます。以上、よろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 建設課長、三鴨義文君。

○建設課長（三鴨 義文君） 建設課長でございます。議案第５９号、平成２１年度南部町建設残

土処分事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを御説明申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２１年度南部町建設残土処分事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定をお願いするものでございます。
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決算書の１６５ページをお開きいただきたいと思います。実質収支に関する調書でございます。

平成２１年度建設残土処分事業特別会計の歳入総額は３０万１，８２５円、歳出総額は３０万１，

８２５円で、歳入歳出差し引き額はゼロ円でございます。実質収支額もゼロ円となってございま

す。

次に、事項別明細書で詳細を御説明いたしますので１枚戻っていただきまして、前のページの

１６３ページをごらんいただきたいと思います。歳出の部ですけれども、一般管理費、委託料と

しまして９万９，７５０円を支出しております。これは、年２回の場内の草刈り管理の委託料で

ございます。それから、積立金としまして２０万２，０７５円を支出しております。この積立金

は、基金につきました利息をそのまま基金に戻して積み立てておるものでございます。

歳出合計が、加えまして３０万１，８２５円となってございます。

次に、歳入の方でございますが、もう１枚返っていただきまして、先ほどと同額の基金繰入金

として９万９，７５０円を繰り入れております。これは、維持管理費に充てたものでございます。

それから、利子及び配当金といたしまして２０万２，０７５円を利息がついて歳入として入っ

ております。

歳入合計は３０万１，８２５円でございまして、歳出と同額でございます。

以上、御審議よろしくお願いいたします。以上です。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 上下水道課長でございます。議案第６０号について説明させて

いただきます。議案第６０号、平成２１年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定

について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２１年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の承認に付する。

決算書の１７８ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額が５，

４９５万１１４円、歳出総額が５，２５５万５５６円、歳入歳出の差し引きが２３９万９，５５

８円、実質収支も同額でございます。

次に、事項別明細で歳出の方から説明をさせていただきます。ページ数は、１７４ページにな

ります。一般管理費です。支出済み額が１，７５２万６，８４３円。内容は、徴収の経費と、そ

れから維持管理費が一緒に入っております。接続率については、事業報告書の方の６４６ページ

に掲載しておりますけども、２１年度は４９．１％ということになります。

２項の施設費、浄化槽建設費です。支出済み額が２，７４５万３，０６３円。整備基数は２３
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基、昨年は２８基でした。少し減っております。

３項の小規模集合施設管理費です。内容は、城山住宅と馬場住宅に設置してあります浄化槽の

維持管理経費になります。支出済み額が５３万３，４６５円です。

公債費の方ですけども、元金が２１０万７，９６０円。利子が４９２万９，２２５円。合計で

７０３万７，１８５円です。

歳出の合計は次のページになりますけども、５，２５５万５５６円です。

戻っていただきまして、歳入の方の説明をいたします。１７０ページになります。第１款分担

金及び負担金、１目浄化槽分担金です。現年度分が５３７万円、３０件分になります。滞納繰り

越し分が６７万円、２件分です。合計が６０４万円です。収入未済額の方ですが、６８万円とい

うことで件数は２件で、うち１件が分納中です。

使用料及び手数料の方ですけども、使用料の現年度分の収入済み額が１，５４６万１，９５９

円、収納率が９８．６９％です。昨年よりは少し落ちております。滞納繰り越し分が１０万５，

８７７円、収納率が１５．３７％。これも少し落ちております。合計が１，５５６万７，８３６

円。収入未済額は、合計で７８万８，０５７円、件数は１３件。２０年度は１０件だったものが

少しふえております。

国庫支出金。浄化槽整備の補助金になります。８１０万１，０００円が収入済み額です。基数

が減ったために昨年よりは少し減っております。補助率は３分の１です。

繰入金は一般会計からの繰入金ですけども、１，０００万円を収入済み額にしております。２

０年度は３００万円でございました。

繰越金は省略させていただきまして、次のページになります。諸収入、雑入です。９７万５，

７３２円が収入済み額です。これは、消費税の還付金になります。

第７款の町債ですが、１，２８０万円を収入済み額としております。これは、整備事業に充当

したものでございます。

収入合計は、５，４９５万１１４円でございます。以上、御審議をよろしくお願いいたします。

失礼しました。続けまして、議案第６１号について説明をいたします。平成２１年度南部町公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２１年度南部町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１９１ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額が１

億７，５６４万９，０３１円、歳出総額が１億７，４１２万７，０５６円、歳入歳出の差し引き
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額が１５２万１，９７５円、実質収支額も同額でございます。

事項別明細で歳出について説明をいたします。１８７ページになります。一般管理費。内容は

農業集落排水と同じで、人件費と徴収に要する経費が内容になっております。支出済み額が１，

５２５万１，７２２円。これの接続率、それから水洗化率については、報告書の６５３ページの

方に掲載をしております。２１年度の接続率は８５．３％、水洗化率は８６．２％でございます。

次に、維持管理費ですけども、支出済み額２，５４９万３，３３６円。昨年より少し減ってお

ります。汚泥減容の関係がいい影響をしたのかなというふうに思っております。

次に、汚泥処理費です。支出済み額２，４７１万２８９円。汚泥処理の内訳、それから年度別

の推移につきましては、事業報告書の６５７ページの方に掲載しておりますので、後でごらんく

ださい。

次に、公債費の元金ですけども、７，３８３万２，０３３円。利子が３，４８３万９，６７６

円。合計が１億８６７万１，７０９円でございます。公債費の残高の推移については、報告書の

６５９、６６０ページに掲載しております。

はぐっていただきまして、歳出の合計額ですけども、１億７，４１２万７，０５６円でござい

ます。

戻っていただきまして、歳入の方を説明いたします。１８３ページになります。１款の分担金

及び負担金、その中の分担金ですが、現年度分の収入済み額が４７７万円、件数は４７件分にな

ります。滞納繰り越し分が１２８万５，０００円、件数７件分です。合計が６０５万５，０００

円。収入未済額の合計が１，３６９万３，４２１円でして、滞納の件数は現年が４６件、それか

ら滞納繰り越し分が７７件という内容になっております。

負担金の方は、収入済み額は１，６３５万８，９０９円。これは、コンポスト施設の運営負担

金ということで、日吉津村、大山町の方からいただいたものです。

使用料及び手数料の使用料、公共下水道の使用料の現年分５，０９３万６，９０６円、収納率

が９８．６４％。昨年より少し下がっております。滞納繰り越し分４６万５，７５９円、収納率

は２１．３７％。これは、昨年よりは上がっております。合計の収入済み額が５，１４０万２，

６６５円。収入未済額は２４２万２，８００円。滞納者数は５４件になっております。

次、３款の繰入金です。一般会計からの繰入金ということで、７，２００万円を収入済み額と

しております。２０年度は７，４００万円でございました。

繰越金を飛ばさせていただきまして、次のページの諸収入、雑入です。収入済み額が３５５万

７，６０９円。これの内容は、コンポスト肥料の売り上げ代金と、それから県道等の工事移転補
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償費ということになっております。

６款の町債ですけども、これは資本費平準化債になります。収入済み額が２，４４０万円です。

収入合計が１億７，５６４万９，０３１円でございます。

以上、御審議をよろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 健康福祉課長、前田和子君。

○健康福祉課長（前田 和子君） 健康福祉課長でございます。議案第６２号について御説明を申

し上げます。議案第６２号、平成２１年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定

について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２１年度南部町介護サービス事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

２００ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。平成２１年度の介護サ

ービス事業特別会計の歳入総額は３，１５１万７，３１８円、歳出総額同額の３，１５１万７，

３１８円でございます。差し引き額、実質収支額ともにありません。

それでは、事項別明細によりまして説明を申し上げます。１枚お返りください。１９８ページ

でございます。歳出。１款公債費でございます。元金。償還金、利子及び割引料といたしまして

２，７４７万７，９２３円の支出をいたしております。また、利子でございますけれども、４０

３万９，３９５円の支出済みでございます。

以上、歳出合計といたしまして３，１５１万７，３１８円の支出をいたしております。

１枚お返りください。１９６ページでございます。歳入について御説明を申し上げます。１款

寄附金、１節寄附金でございますが、歳出と同額の３，１５１万７，３１８円を寄附金として受

け入れたものでございます。この会計でございますけれども、これはゆうらくの建てかえ事業に

係る起債の元利償還事業でございます。

以上、御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。

○議長（石上 良夫君） ここで休憩をいたします。再開は３時５分とします。

午後２時４３分休憩

午後３時０５分再開

○議長（石上 良夫君） 再開します。

町民生活課長、加藤晃君。

○町民生活課長（加藤 晃君） 町民生活課長でございます。議案第６３号、平成２１年度南部
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町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２１年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。

決算書の２０９ページをお開きください。実質収支に関する調書でございますが、歳入と歳出

の総額は、同額の４５３万５，８３３円でございます。差し引き額及び実質収支額はともにゼロ

円でございます。

決算の事項別明細書の方で御説明いたしますので、２０７ページの方にお戻りください。歳出

から御説明いたします。１款の総務費の支出済み額１２２万４，３６３円は、西伯墓苑の維持管

理費用でございます。

２款の公債費の支出済み額１５９万６，９７０円は、地方債の償還の元金と利子でございます。

３款の諸支出金の支出済み額１７１万４，５００円は、墓地の返還に伴います還付金で、７区

画分でございます。

歳出合計の支出済み額は、４５３万５，８３３円でございます。

次に、歳入を御説明いたします。１枚戻っていただきまして２０５ページでございます。１款

１項の使用料の収入済み額１７６万８，０００円は、返還を受けました墓地を新たに貸し付けた

使用料で、６区画分でございます。

１款２項の手数料の収入済み額７６万１，８００円は、西伯墓苑の管理料３４０区画分でござ

いまして、滞納はございません。

２款の繰入金、収入済み額２００万１，８５３円は、地方債償還金と管理料で不足いたしまし

た修繕費の分を一般会計から繰り入れてもらったものでございます。

３款の繰越金、収入済み額４，１８０円は、前年度からの繰越金でございまして歳入合計の収

入済み額は、４５３万５，８３３円でございます。

以上、御審議いただきますようによろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 健康福祉課長、前田和子君。

○健康福祉課長（前田 和子君） 健康福祉課長でございます。議案第６４号について御説明を申

し上げます。議案第６４号、平成２１年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２１年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

２２０ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。平成２１年度の後期高
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齢者医療特別会計の歳入総額は、１億１，３８５万７，５９２円。歳出総額１億１，３８２万３，

２５２円。歳入歳出差し引き額は、３万４，３４０円。実質収支額は、同額の３万４，３４０円

でございます。

それでは、事項別明細の方で御説明を申し上げます。１枚お返りいただきまして、２１８ペー

ジをお願いいたします。歳出、１款総務費でございます。１４６万４，３４５円の支出となって

おります。これは徴収費など町の事務費部分でございます。

２款分担金及び負担金、広域連合の分賦金といたしまして、１億１，２２７万６，３０７円を

支出いたしました。これは保険料と共同事務費でございます。保険料には、個人の保険料と基盤

安定分が入っております。

３款諸支出金、還付金及び還付加算金でございます。８万２，６００円を支出いたしておりま

すが、これは前年度還付未済額と、その後に発生いたしました過年度分保険料についての還付で

ございます。

以上、歳出合計は、支出済み額が１億１，３８２万３，２５２円でございます。

２枚返っていただきまして、２１４ページをお願いいたします。歳入について御説明を申し上

げます。１款後期高齢者医療保険料でございます。調定額７，６５２万１，０００円。収入済み

額７，６５８万４，７００円。収入未済額は、マイナスの６万３，７００円となっております。

収入未済額の内訳でございます。還付未済額が９万６００円ございます。それと、記載しており

ませんが、収入未済額として２万６，９００円ございます。この収入未済額は、現在すべて完納

になっております。

３款繰入金でございます。一般会計から３，７１１万２１６円の繰り入れを行っております。

これは事務費と基盤安定の繰り入れでございます。

５款諸収入の還付金及び還付加算金でございますが、７万５，７００円の収入済みとなってお

ります。これは広域連合に支払い済みの保険料のうち、被保険者へ還付すべき額を受け入れたも

のでございます。

次のページ、２１６ページでございます。雑入といたしまして、後期高齢者医療費補助金とい

たしまして６万３１６円を受け入れております。これは制度改正等に対します広報の特別対策補

助金でございます。以上、歳入合計１億１，３８５万７，５９２円の収入済みでございました。

以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 上下水道課長です。議案第６５号について説明をいたします。
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議案第６５号、平成２１年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２１年度南部町水道事業会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の承認に付するものです。

決算報告書の１ページの方をごらんください。決算報告書。収益的収入及び支出。収入の方で

す。水道事業収益１億８，３７３万１，１２８円。昨年度が１億９，１２３万円でしたので、９

６．１％ぐらいに減少しております。

支出の方です。水道事業費用１億９，４０２万２８６円。昨年が１億９，６４１万４，０００

円ほどでしたので、これも９８．７％ということで削減ができております。

はぐっていただきまして、資本的収入及び支出です。資本的収入１億６，５３０万５３２円。

昨年が１億７，１９７万３，０００円ほどですので、これも９６．１％ぐらいに減少しておりま

す。

支出の方です。資本的支出２億６，２７７万１，７６０円。昨年が２億４，３１２万４，００

０円余りでして、これは田住配水池の工事の工事費がふえたということで、１０８．１％と増加

しております。

次のページは、損益計算書になります。営業収益が１億７，０３９万８，０６１円。営業費用

が１億４，７９２万２，９９８円。営業利益が右の方になりますけども、２，２４７万５，０６

３円。それから、営業外収益が５０７万４，１１３円。営業外費用が４，２１０万１，４１８円。

営業外利益がマイナスの３，７０２万７，３０５円。当該年度の純利益がマイナスの１，４５５

万２，２４２円です。昨年は、８０２万５，８９１円でございました。

９ページをごらんください。事業の概要等について説明をさせていただきます。

１、概要。総括的事項でございます。収益的収入及び支出の主なものは、水道使用料１億７，

３４３万８，０００円。上水道１億６，１８９万８，０００円、簡易水道１，１５４万円。税込

みです。と、簡易水道起債利息償還等に係る一般会計補助金４５７万１，０００円、受託工事収

益５０８万６，０００円の収入と、動力費１，９６５万４，０００円、修繕料１，２６７万３，

０００円、企業債利息償還４，０２５万２，０００円。（上水道が３，１５５万３，０００円、

簡易水道が８６９万９，０００円）、受託工事費９５７万１，０００円の支出であります。

資本的収入及び支出の主なものは、企業債１億５，０７０万円。上水道の借換債が９，２９０

万円、簡易水道起債元金償還に係る一般会計補助金１，３８０万４，０００円の収入と企業債元

金償還１億８，５４９万円。（上水道が１億５，７８８万２，０００円、そのうち繰り上げ償還

９，３０９万３，０００円、簡易水道が２，７６０万７，０００円）、建設改良費として６，５
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３８万５，０００円、（田住配水池分が３，６７５万円、老朽管更新ほかとして２，８６３万５，

０００円）の支出であります。

平成２１年度損益計算書における当期利益はマイナスの１，４５５万２，２４２円を計上し、

繰り越し利益剰余金残高から累計した利益剰余金はマイナスの１億３１４万８，９８４円となっ

ております。

給水人口の減少、節水機器の普及などにより、料金収入は年々減少していることから、公共料

金審議会に諮問を行い適正な料金の検討を行うとともに、引き続き維持管理費等の経費の見直し、

節減を行い、赤字の解消に努めたいと考えております。

下の方に職員数の現況について書いております。一般職が１人、技術員が１人、計２名でござ

います。

次のページからの工事等については、ごらんいただきたいというふうに思います。

１３ページの方に飛んでいただきます。給水状況ということで、（２）の有収率について書い

ております。平成２１年度上水道の方ですが、有収率は８７．２％。簡易水道の２１年度は、８

６％。全体の平均としては、８７．１％になります。昨年よりは少し上がっております。

次にまた飛びまして、１６ページの方で収益的費用の主なものについて説明をさせていただき

ます。収益的費用の明細書です。水道事業収益、営業収益は、水道使用料が１億６，５１７万９，

２０６円。収納率は、上水道で９８．８５％、昨年は９８．８２％でした。簡易水道が、収納率

が９８．２８％、昨年度は９８．３８％でございました。

受託工事収益５０８万５，９７５円。これは国道１８０号バイパス、それから西原の県道工事、

それから天萬の町道工事等の５件の工事補償金の合計になります。

営業外収益で大きいのは、他会計の補助金ということで４５７万１，２０１円を上げておりま

す。これは先ほど説明しましたが、簡易水道分の利息償還に対する一般会計からの補助金になり

ます。収益の合計が１億７，５４７万２，１７４円です。

次に、水道事業費用の方に入ります。営業費用。原水及び浄水費２，７３１万１，４４６円。

大きいのは、委託料と、それから電気代になります動力費というのが大きいです。委託料は、水

質検査、それから電気の保守点検、浄水場の保守点検費用というのの内容になっております。

配水及び給水費は、１，０６７万５，００７円です。これの大きいものも修繕料になります。

これは感度とかメーター関係の修繕になりますけども、件数としては１３３件。２０年度は、ち

なみに１２２件でした。

総係費は飛ばしていただきまして、次のページ、１８ページですけども、減価償却費は７，９

－３７－



５５万６，００１円を計上しております。

受託工事費としましては９１１万５，４００円。これは先ほどの収益と同じことですけども、

５件分の工事の金額です。

それから、営業外費用の方ですけども、金額は４，２１０万１，４１８円。これの主なものと

いいますか大きいものは、企業債の利息です。４，０２５万２，１２８円です。ちなみに、２０

年度は４，７０１万２，０００円ほどでした。

費用の合計が１億９，００２万４，４１６円でございます。

あと、次のページからの固定資産の明細とか企業債の明細をつけておりますけども、省略させ

ていただきます。

以上につきまして、御審議をよろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 病院事業管理者、田中耕司君。

○病院事業管理者（田中 耕司君） 病院事業管理者でございます。議案第６６号について御説明

させていただきます。議案第６６号、平成２１年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定につ

いて。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２１年度南部町病院事業会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、別冊の平成２１年度南部町病院事業会計決算報告書をごらんいただきたいというふ

うに思います。

まず、１ページでございます。１、収益的収入及び支出についてでございますが、まず、上段

の病院事業収益につきましては、医業収益、医業外収益合わせまして、決算２０億５１７万１，

９４１円。予算額に対しまして２億８，７５４万５９円の減額となっております。

次に、下段の支出の方でございます。病院事業費用でございますが、医業費用と医業外費用加

えまして、決算２１億６，４５９万８２５円。予算額に対しまして６，４３２万９，１７５円の

不用額となっております。

続きまして、２ページをお願いいたします。２の資本的収入及び支出についてでございます。

上段の資本的収入につきましては、補助金、企業債合わせまして、決算２，２７７万４，０００

円。予算額に対しまして２６万３，０００円の減額となっております。

次に、下段の方でございますが、建設改良費、企業債償還金合わせまして、１億２，６６７万

８，３８６円。予算額に対しまして２３７万６１４円の不用額となっております。

この資本的収入と資本的支出の差額１億３９０万４，３８６円は不足額となりますが、過年度
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分損益勘定留保資金から補てんいたします。

続きまして、３ページの平成２１年度南部町病院事業損益計算書でございます。これらの下の

方に書いてございますように、税抜きになっております。１の医業収益でございますが、入院収

益、外来収益、その他医業収益を合わせまして、１６億５，３６６万６，６４９円となっており

ます。

次に、医業費用でございますが、これは給与費、材料費、経費、減価償却費、資産減耗費、研

究研修費等合わせまして、２０億４，８０８万４７５円になっております。医業利益でございま

すが、△の３億９，４４１万３，８２６円となっております。

次に、３番目の医業外収益でございますが、受取利息配当金、他会計補助金、患者外給食収益、

その他医業外収益合わせまして、３億４，７１９万５，１４６円となっております。

次に、４番の医業外費用でございますが、支払い利息及び企業債取り扱い諸費、患者外給食材

料、その他医業外費用と合わせまして、１億１，６５０万５１１円となっております。医業外利

益は２億３，０６９万４，６３５円。

したがいまして、当年度純利益は△の１億６，３７１万９，１９１円でございます。

続きまして、４ページをお願いいたします。４ページの平成２１年度南部町病院事業剰余金処

分計算書がございます。これにつきましては、２の（３）に書いてございます繰り越し利益剰余

金、これに当該年度を加えまして、トータルで△の１１億９，５６０万２，３８１円となってお

ります。

下の欄の処分計算（案）でございますけども、このように翌年度に繰り越しさせていただきた

いというふうに思います。

続きまして、５ページの貸借対照表でございます。まず最初、資産の部をごらんいただきたい

と思います。１の固定資産でございますが、有形固定資産、それから投資合わせまして、４４億

３，４６４万１，９０６円。失礼しました。資産合計、今申し上げたとおりでございます。

次、流動資産でございますね。これは現金預金、未収金、貯蔵品合わせまして、３億３，２４

３万７，３７４円ということで、資産合計は４７億６，７０７万９，２８０円でございます。

続きまして、次のページをお願いいたします。６ページでございます。負債の部でございます

が、３の固定負債はございません。

４の流動負債でございますけれども、これは一時借入金、未払い金、その他流動負債合わせま

して、１億４，９２４万４，４５５円。

負債合計は１億４，９２４万４，４５５円となります。
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次、資本の部でございます。５の資本金は、自己資本、借り入れ資本金等合わせまして、４９

億７，７６２万９，９００円というふうになっております。

次に、６の剰余金でございますが、これは補助金、他会計負担金、受贈財産評価額、その他等

加えまして、合計８億１，６３９万１，３０６円。

それから、（２）の利益剰余金でございますが、減債積立金、利益積立金、それから当年度未

処分利益剰余金、繰り越し利益剰余金年度末残高等々合わせまして、１１億７，６１８万６，３

８１円となっております。剰余金の合計が一番右にございますように、マイナスの３億５，９７

９万５，０７５円というふうになっております。

資本合計でございますが、４６億１，７８３万４，８２５円。

負債資本の総合計でございますが、４７億６，７０７万９，２８０円となっております。

次、８ページからでございますけども、ここからが２１年の南部町病院事業の報告書となって

ございます。今、前段階で概要を申し上げましたけども、その詳細等について資料が載っており

ますので、ごらんいただければというふうに思います。

それでは、総括のところを少し読ませていただきまして、御説明とさせていただきたいという

ふうに思います。

平成２１年度の病院事業は、平成２１年３月に策定した病院改革プランの初年度として経営健

全化へ取り組みました。具体的には、事業の見直しでは医療療養病床２８床を３７床に増加、介

護療養病床を２９床から２０床に減少させ、病床の効率的利用を図った。２といたしまして、組

織の見直しとして、平成２１年４月から認知症疾患医療センターを設置した。３番目といたしま

して、新たな給与体系の移行までの間、平成２１年６月から１２月の間でございますが、給与カ

ットを３％から６％。その後、平成２１年度からは定期昇給原資分の給与をカットしたと。

以上が重点的に取り組んだということでございます。

さらに、地域医療を支える中核病院として、新型インフルエンザ対応や肺炎球菌ワクチンの接

種など、保健医療サービスにも積極的に取り組んだということでございます。

しかし、一方で医師不足が深刻な影を落とし、２０年度に退職いたしました精神科医、外科医

の補強がつかない中で、精神科医が病気休職を余儀なくされ、病院運営上危機的な状況にありま

した。この間、鳥取大学を初め、近隣病院の支援をいただき、本年３月当院医師の病気回復とな

り、医師不足は一朝一夕で解決できない社会問題であることを認識した１年でございました。

平成２１年度の経営実績では、延べ入院患者数は６万３，９４１人で、前年度比マイナスの３，

１１６人、４．６％の減でございました。延べ外来患者数は６万６，９２１人、前年度比２，２
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９７人、３．６％の増となっております。入院患者数の減少は、精神科医不足から入院をコント

ロールしたことで、精神科病棟が８２９人、３．４％減。外科医師の減少で、外科、整形外科で

手術を減らしたことによって、外科８０７人、２３．９％の減、整形外科６２４人、２２．７％

の減などが主な減少の原因でございます。一方、外来患者は内科医師が１名増加し、午後診療が

充実した内科では７６５人、３．７％の増、個別運動機能療法に重点を置いた整形外科では１，

７２７人、１３．６％の増、大学派遣医師が１名増加した歯科では１，１４６人、１８％の増、

大学派遣医師が週１回から２回にふえた耳鼻咽喉科では１４７人、２１．７％の増、それから、

これまでの理学療法士に加え作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ強化で２６３人、３５．

７％の増など、多くの科で前年以上の実績を上げることができました。

以上のことから、事業収益は２０億８６万２，０００円で、入院患者の減少に伴って入院収益

が減少したことから前年比４，２０５万６，０００円、２．１％の減少となりました。これに対

しまして、事業費用は２１億６，４５８万１，０００円で、薬品費、光熱水費、燃料費、委託料

は減少いたしましたが、非常勤医師の増加による賃金、法定福利費の増加により職員給与費が増

加したことから、前年比７６万９，０００円と微減にとどまったと。この結果、当年度純損益は

１億６，３７１万９，０００円の純損失となりました。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

続きまして、議案第６７号について御説明させていただきます。平成２１年度南部町在宅生活

支援事業会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２１年度南部町在宅生活支援事業会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

別冊の平成２１年度南部町在宅生活支援事業会計決算報告書をごらんいただきたいと思います。

まず、１ページの収益的収入及び支出でございます。上段の収入でございますけども、在宅生

活支援事業収益は、訪問看護収益、その他収益を合わせまして、決算額２，４２９万１，７６６

円、予算額に比べ６０万１，２３４円の減でございます。

支出の方でございますが、在宅生活支援事業費用でございます。訪問看護費用、その他合わせ

まして、決算額２，２５９万３，８９０円、２２９万９，１１０円の不用額が出てございます。

次、２ページをごらんいただきたいと思います。損益計算書をごらんいただきたいと思います。

１の訪問看護収益でございますけど、居宅介護収益、訪問看護療養収益合わせまして、２，４２

８万９，１８７円。

続きまして、訪問看護費用でございますが、給与、材料費、経費等合わせまして、２，２５１
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万８，０８１円。したがいまして、訪問看護利益は１７７万１，１０６円となっております。

その他収益でございますが、これは配当金２，５７９円でございます。

その他費用、雑費、これが７万５，８０９円。

したがいまして、当年度の純利益は１６９万７，８７６円というふうになっております。

続きまして、３ページでございます。南部町在宅生活支援事業剰余金処分計算書でございます。

繰り越し利益剰余金１，００６万２，６６９円、それに当年度の純利益１６９万７，８７６円を

足しまして、当年度末処分利益剰余金は１，１７６万５４５円になります。この金額を下の処分

計算書（案）のとおり、翌年度に繰り越しさせていただきたいということでございます。

続きまして、４ページの貸借対照表をごらんいただきたいと思います。固定資産はございませ

ん。

流動資産は、現金預金９００万６７円、未収金４４１万１，６７６円、流動資産合計が１，３

４１万１，７４３円。資産合計は１，３４１万１，７４３円というふうになっております。

負債の部でございますが、４の流動負債に未払い金がございまして、これが１６５万１，１９

８円になっております。

次に、資本の部でございます。これにつきましては、繰り越し利益剰余金年度末残高１，００

６万２，６６９円、これに当該年度の純利益を足しまして、利益１６９万７，８７６円、これを

足しまして、剰余金合計が１，１７６万５４５円になります。したがいまして、負債資本金合計

は１，３４１万１，７４３円というふうになります。

次の６ページ以降でございますが、２１年度南部町在宅生活支援事業報告書となっておりまし

て、今御説明させていただきました事項の明細が記載されております。これも先ほどの病院事業

と同様、概要の総括事項を読ませていただいて御審議をお願いしたいというふうに思います。

訪問看護事業は、西伯病院の機能を活用した訪問看護や居宅介護を通じて、より充実した在宅

での生活を支援する事業です。

平成２１年度の業務状況は、介護保険の対象となる居宅介護では８８３回、前年比９回増、ま

た、医療保険の対象になる訪問看護では１，７９０回、前年比１０５回増と、いずれも前年を上

回る実績となりました。増加の原因は、西伯病院での入院患者様が在宅での支援を希望されるケ

ースが増加していること、米子市内の自立支援を標榜するステーションにあっても精神科を受け

入れない事業所等が多く、紹介を受けるケースがふえていることが上げられると。

事業収益は２，４２９万１，７６６円、前年比２７万２，１２６円増、事業費用２，２５９万

３，８９０円、前年比８９万７８４円となり、純利益は１６９万７，８７６円の黒字となってお
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ります。以上でございます。よろしく審議のほどお願いいたします。（発言する者あり）

失礼しました。先ほど読ませていただきました南部町病院事業の報告書がございます。その中

の総括事項のところの下から５行目に以上のことから事業収益は云々とございますけど、私の読

み方が違っておりまして、正確には２０億８６万２，０００円でございます。８，６００万とい

うふうに読んだそうでございます。大変失礼いたしました。よろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） この際、平成２１年一般会計、特別会計及び事業会計について、決算審

査の意見書が提出されていますので、審査の結果について須山代表監査委員の報告を求めます。

須山監査委員。

○監査委員（須山 啓己君） 監査委員の須山でございます。南部町９月定例議会を迎えまして、

地方自治法第２３３条の規定に基づき、８月１１日付で提出させていただきました平成２１年度

の南部町一般会計、特別会計並びに事業会計の決算監査の結果及び監査意見について御報告いた

します。

監査の報告書としまして、文章編と数値編を提出しておりますが、この場では文章編でござい

ます平成２１年度南部町一般会計、特別会計及び事業会計の決算監査意見についてを読み上げさ

せていただきたいと思います。なお、数値編につきましても決算数値、会計別の歳入歳出前年度

比較並びに一般会計歳出の性質別内訳や費目別決算額などをまとめておりますので、ぜひ目を通

していただきたいというふうに思っております。

決算の審査に当たりましては、平成２２年７月２１日から８月５日までの１０日間、南部町役

場法勝寺庁舎及び現地におきまして、議会選出の細田議員とともに審査を実施いたしました。

審査の対象は、平成２１年度の一般会計、特別会計及び事業会計と、財政健全化法に規定する

財政健全化判断比率及びその算定基礎書類でございます。

審査の概要でございますが、審査対象の審査に当たっては決算の計数は正確であるか。予算の

執行は効率的かつ的確になされているか。収入、支出事務は適正に執行されているか。財産の取

得管理及び処分は適正か。財政指標の算定に客観性及び正確性があるか。などの諸点について、

関係諸帳簿及び証拠書類の照合精査をするとともに関係書類の提出を求めまして、関係部局の説

明を聴取し、慎重に実施をいたしました。

審査のため説明を求めた部局は、町長部局及び教育委員会事務局、西伯病院事務局、農業委員

会事務局、選挙管理委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局でございます。

最初に、審査の結果について報告いたします。審査計数の状況。町長より提出された決算書に

基づき、歳入歳出、関係諸帳簿及び証拠書類の照合審査をした結果、決算計数はいずれも符合し
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て誤りのないものと認めました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係諸帳

簿及び証拠書類と符合して誤りのないことを確認いたしました。

続きまして、一般会計、特別会計について審査結果を報告いたします。一般会計、特別会計の

概要でございます。平成２１年度の各会計別実質収支では、一般会計が１億８，９７８万１，９

２９円、特別会計では、国民健康保険会計が８１６万７，４２８円、老人保健会計が２０万５，

９５１円、後期高齢者医療会計が３万４，３４０円、公共下水道会計が１５２万１，９７５円、

農業集落排水会計が１５５万９，１１６円、浄化槽会計が２３９万９，５５８円となっておりま

す。このほか住宅資金貸し付け会計、墓苑会計、介護サービス会計及び建設残土処分会計の実質

収支はゼロ円でありました。

会計別決算額の対前年度伸び率については、一般会計の歳入では１．３％の増、歳出が０．３

％の増、住宅資金貸し付け会計の歳入では３．０％の減、歳出が３．０％の減、墓苑会計の歳入

では９．１％の増、歳出が９．２％の増、国民健康保険会計の歳入では０．３％の減、歳出が０．

２％の減、老人保健会計の歳入では９１．８％の減、歳出が９１．２％の減、介護サービス会計

では歳入、歳出とも前年度同額、公共下水道会計の歳入では２６．４％の減、歳出が２６．４％

の減、農業集落排水会計の歳入では６．４％の増、歳出が６．２％の増、浄化槽会計の歳入では

９．４％の減、歳出が１１．２％の減、建設残土処分会計の歳入では３５．６％の減、歳出が３

５．６％の減となっております。一般会計及び特別会計を合わせた平成２１年度歳入総額は、９

０億１，７２４万８，０００円、対前年度比で１．２％の減、歳出総額は８７億７，８８７万２，

０００円、対前年度比で１．８％の減の財政規模でありました。

一般会計について見ますと、前年度と比較して歳入の増額の大きなものは、国庫支出金の５億

２，０７６万６，０００円、県支出金の９，６５６万４，０００円、地方交付税の７，７６５万

６，０００円となっております。これに対して歳入の減額の大きなものは、町債が６億１，７２

０万円の減、町税が２，７７５万７，０００円の減、分担金及び負担金が２，１９２万４，００

０円の減であります。

歳出の性質別支出で増額の大きなものは、普通建設事業費が８億３，５６３万８，０００円、

繰出金が２億８，９２２万８，０００円、物件費が７，７４１万１，０００円であります。これ

に対して歳出の減額の大きなものは、積立金が７億６，６９１万１，０００円の減、補助金等が

３億７，１４１万６，０００円の減、人件費が８，７４３万７，０００円の減、公債費が４，６

７９万６，０００円の減となっております。

次に、一般会計及び特別会計の審査意見を申し述べます。
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その１、経常収支比率は平成２１年度が８６．４％と前年度に比較して２．１ポイント改善さ

れております。行財政改革に取り組まれている結果をあらわしているものであり、好ましい結果

となりました。しかし、この経常収支比率は８０％を超えますと財政構造の弾力性を失いつつあ

るというふうに言われており、依然高い指数を示していることから引き続き注視すべき状況にあ

ると言えます。

その２、本年度、新たに積み立てられた基金は９，４７６万５，０００円であり、平成２１年

度末現在における基金は２８億４，１５９万３，０００円であります。新たな基金の主なものは、

９，１９０万３，０００円が積み立てられた財政調整基金が５億８，６５１万６，０００円に、

３，４２５万円が積み立てられた公共施設等整備基金が２億４，０５７万２，０００円でありま

した。用途が定められた目的基金もありますが、不安定な財政状況への対策のためにも、基金が

果たす役割は大きいため、今後も財源確保に留意されたい。

その３、決算審査において提出された事業報告書には予算、決算を通して次年度以降へつなげ

ていこうとする姿勢は評価できるものの、事業ごとの記載内容、方法にばらつきが見られ担当者

や所属長の点検が徹底されていないところもありました。ＰＤＣＡサイクルを通して客観的な事

業評価をされることを期待するものでございます。

その４、農村環境改善センターの用地（会見、西伯）に土地借り上げ料が支出されております。

相当長期にわたることから土地所有者の意向も踏まえ、借地契約から公有財産として購入できな

いものか検討されたい。また、このほかにも借地契約事例があれば全体的に検討をお願いしたい。

その５、集落の集会所として使用されている施設、５施設に火災保険料が支出されております。

実態に合わせ使用主体者である当該集落が必要経費を負担すべきものであり改善をお願いする。

その６、南部町ホームページがリニューアルされ見たいサイトにアクセスしやすくなっている

が、近隣市町村との比較を初め利便性の向上に努め、情報発信の拡充に努められたい。

その７、老朽化が進む旧家保存施設について、有効活用の方法が見えなければ廃止⋞撤去も想

定した具体的な検討、協議を進められたい。

その８、プラザ西伯を継続的に占有使用している団体から使用料が徴収されておりません。通

常、町有施設使用に対する対価は必要であります。検討を求めます。

その９、平成８年に開設された植物無菌培養施設は組合運営されているが、バイオ栽培という

ことからも利用が限定されております。運営の主体となる組合と協議しながら、施設の特徴を生

かした活用を図っていただきたい。

その１０、農産物加工施設は法勝寺大豆加工所のように個人、グループの利用が多く、施設の
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運営経費を利用料で賄っている施設もあるが、多くは施設の利用人数、活用団体の育成などに問

題を抱え、伸び悩んでおります。一層の総合的な活用支援を講じていただきたい。

その１１、森林公園、レストハウス利用者が大きく減少しております。緑水湖周辺施設の総合

的利活用や一体的なＰＲなど、効果的な手だてを講じていただきたい。

その１２、虫歯罹患率が県内において最上位に位置しております。保護者、保育園、学校と連

携を強化しながら、目標値を持って改善に向け確実な取り組みをしていただきたい。

その１３、児童館の活動と児童クラブの活動は重なる部分が多くございます。横断的かつ効果

的な事業仕分けを検討されたい。

その１４、忠霊塔の除草、清掃作業について、遺族会の有無により公費支出もしくはボランテ

ィアの対応となっており、会見地区と西伯地区における取り扱いに違いがあります。また、法勝

寺中学校と南部中学校の通学のための定期券利用についても、その取り扱いに相違があります。

合併から６年を経過していることから、公金支出の点において旧町の区分けをすることなく、差

異のない同様な取り扱いが望ましい。可能な限り南部町としての一本化した事業実施に配慮をし

ていただきたい。

その１５、板祐生記念館の入館者が９２６名、２０年度は４，４７３名と大きく落ち込んでお

ります。ＰＲ不足や特別展示による効果が不十分であったためでありますが、事業展開を抜本的

に見直し本記念館の役割を果たすよう取り組んでいただきたい。

その１６、広域基幹林道は、要望があり現在まで整備を進めてきております。時代の要請に合

致しているのかどうか、また今後も真に必要なものか、その事業効果について一度立ち止まって

精査をする必要がありはしないかと考えます。

その１７、還付未済金、９万７，３４２円が発生しております。還付の事案が発生した際、マ

ニュアル化によって還付未済が発生しないよう速やかな手続に努められたい。

以上が一般会計並びに特別会計の審査意見でございます。

続きまして、滞納に関する審査意見に移ります。その１、滞納における収入未済額については、

一般会計では町民税、固定資産税、軽自動車税、保育料、公営住宅使用料、学校給食料、放課後

児童健全育成負担金で計上されており、また、特別会計では国民健康保険税、住宅⋞宅地資金貸

付金、後期高齢者医療保険料、公共下水道分担金⋞使用料、農業集落排水分担金⋞使用料、浄化

槽分担金⋞使用料で計上されております。現年度⋞過年度の滞納総額は２億５，７８０万８，０

００円であり、前年度の２億４，７８７万９，０００円と比較し９９２万９，０００円増加して

おります。また、昨年に引き続き本年度も５５７万５，０００円の不納欠損処理を行っておりま
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す。ちなみに、平成２０年度の不納欠損処理額は、４５７万９，０００円でありました。

その２、過年度の徴収率に関しては、公営住宅使用料が９．９％、学校給食料が８．９％、住

宅貸付金が１．９％、宅地貸付金が２．２％といずれも１けた台の徴収率に終わっております。

現年分の徴収に全力を挙げることは言うまでもありませんが、過年度分については長年経過すれ

ばその分だけ徴収しにくくなることから、過年度分の徴収にも鋭意努力をしていただきたい。

その３、学校給食料の未収金の中には平成１０年からのものや連絡先不明のものも散見されま

す。真にやむを得ないものなどを整理して、未収金の実態を精査していただきたい。

その４、昨年度の決算審査意見の中で、課を超えた横断的な徴収体制を提案いたしました。未

収金の徴収には多くの苦労が伴うことは理解できますが、前年度と同じことをするのではなく、

少しの工夫が結果的に前進することもあります。何らかのアクションが一歩の前進となるよう期

待するものでございます。

次に、財政健全化判断比率について報告いたします。町長より提出された基礎資料等に基づき、

健全化判断比率及び資金不足比率について審査を実施いたしました。

その概要と基準は、先ほど総務の方からも説明がございましたけども、基準値は以下のとおり

であります。

健全化判断比率は、実質赤字比率、基準値が１５．０％、連結実質赤字比率、基準値が２０％、

実質公債費比率、基準値が２５％、将来負担比率、基準値が３５０％までの４つから成り、いず

れか一つでも早期健全化基準以上となると早期健全化団体となり、財政健全化計画を定めなけれ

ばならず、また、将来負担比率を除く３つの指標値のいずれか一つでも財政再建基準以上になる

と財政再建団体となり、財政再建計画を策定しなければなりません。

また、病院事業や水道事業などの公益企業の経営の健全化では、資金不足比率、基準値は２０．

０％が設定されており、経営健全化基準を超えると経営健全化計画を定めることになります。

健全化指標に関する監査意見を申し述べます。

１、実質赤字比率について。平成２１年度の実質赤字比率は、実質収支が黒字であるため算定

されませんでした。

２、連結実質赤字比率について。全会計を連結した連結実質赤字額が発生しなかったことから、

連結実質赤字比率は算定されませんでした。

３、実質公債費比率について。平成２１年度の実質公債費比率は１６．４％となっており、早

期健全化基準の２５．０％と比較すると、これを下回っております。

４、将来負担比率について。平成２１年度の将来負担比率は１２５．１％となっており、早期
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健全化基準の３５０．０％と比較すると、これを下回っている。この中で将来負担比率、文章で

は１２５．１％としておりますけれども、先ほども説明がございました。最終的に確認いたしま

すと、県との調整の中で最終的に将来負担比率は１２３．０％でございます。済みません、数字

を１２５．１から１２３．０に修正をお願いしたいと思います。数値編の７ページも同じような

形で将来負担比率を書いておりますが、将来負担比率については１２３．０％でございますので、

よろしくお願いいたします。

資金不足比率について。水道事業会計、病院事業会計、在宅生活支援事業会計、農業集落排水

事業特別会計、浄化槽整備事業特別会計、公共下水道事業特別会計とも資金不足額は計上されま

せんでした。早期健全化基準の２０．０％と比較すると、これを下回っております。

それぞれの指標について、早期健全化の基準値内であることを確認いたしました。

本年度、２１年度は安定した数値でありましたが、平成２７年度から予定されている一本算定

を念頭に置きながら、財源確保や経費節減など将来を見通した計画的な財政運営に取り組んでい

ただきたいと思います。

続きまして、水道事業会計に移ります。

まず、水道事業会計の概要です。収支決算では、１，４５５万２，０００円の当年度純損失が

計上されております。

総収益は、平成２０年度の１億８，２７１万２，０００円に対し、平成２１年度は１億７，５

４７万２，０００円で、４．０％の減となっております。このうち営業収益は、平成２０年度の

１億７，５０４万５，０００円に対し、平成２１年度は１億７，０３９万８，０００円で、２．

７％の減となっております。

総費用では、平成２０年度の１億９，０７３万８，０００円に対し、平成２１年度は１億９，

００２万４，０００円で、０．４％の減となっております。営業費用では、平成２０年度の１億

４，３４７万６，０００円に対し、平成２１年度は１億４，７９２万３，０００円で、３．１％

の増となっております。

収益的収入及び支出で主なものは、営業収益の給水収益が１億６，５１７万９，０００円の収

入と、営業費用の減価償却費７，９５５万６，０００円、営業外費用の起債償還利息４，０２５

万２，０００円の支出でありました。

水道事業会計の審査意見でございます。

その１、有収率は８７．１％と昨年度、２０年度は８５．４％より改善しております。目標で

ある９０％に向け、今後も漏水等の不明水解消に努め、漏水箇所の早期把握や早期修繕について
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対策を強化されたい。

また、布設管や施設の老朽化も見られることから、年次的、長期的な改修を検討されたい。

その２、未収金は現年度分２０５万７，０００円、過年度分１，０２９万７，０００円であり

ます。未収金の徴収事務を徹底し、税を含めた全庁的な徴収体制の強化を図られたい。

その３、限られた水道料金と水道水を供給するための施設維持経費でなる水道事業会計におい

ては、一層の経費節減を求めていくことは当然でありますが、健全な水道事業とするために、あ

るべき水道事業会計の収支バランスを考慮し、将来展望を踏まえた議論を深められたい。

次に、病院事業会計について報告いたします。

最初に、病院事業会計の概要でございます。当年度の決算を純利益で見ると、２０年度１億２，

２４３万３，０００円の純損失に対し、平成２１年度は１億６，３７１万９，０００円の純損失

となっております。

総収益は、平成２０年度の２０億４，２９１万８，０００円に対し、平成２１年度は２０億８

６万２，０００円で、２．１％の減となっております。その主体をなす医業収益では、平成２０

年度の１７億１，４４７万円に対し、平成２１年度は１６億５，３６６万７，０００円で、３．

５％の減となっております。

総費用では、平成２０年度の２１億６，５３５万１，０００円に対し、平成２１年度は２１億

６，４５８万１，０００円とほぼ同額であり、うち医業費用では、平成２０年度の２０億５，０

６７万９，０００円に対し、平成２１年度は２０億４，８０８万円で、０．１％の減となってお

ります。

病院事業会計の審査意見を申し述べます。

その１、前年に比べ入院患者数は３，１１６人減の６万３，９４１人、外来患者数は２，２９

７人増の６万６，９２１人となりました。医師の退職や休職の影響が続く中で、内科、歯科、耳

鼻咽喉科が医業収益を伸ばしております。

関係機関と一層の緊密な連携を図りつつ、さらに安定した病院経営に努力をしていただきたい。

その２、平成２０年度に策定された病院改革プランは、２２年度には黒字化を目標とした病院

経営プランであります。しかし、医者の退職などの予期しない事態が発生したことによって、改

革プランは現実と乖離したものとなっております。やむを得ない事情でもありますが、病院関係

者のモチベーションを高め、厳しい病院経営を乗り切れるだけの実行可能なしっかりとしたプラ

ン⋞目標を再設定する必要があると思われます。

その３、医大との電子カルテ相互参照システムの導入や認知症疾患医療センターの開設など、
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病院の機能強化が図られました。在宅をテーマとする西伯病院の医療活動が住民に理解され、安

心と信頼がもたらせるような病院運営に取り組みを行っていただきたいと思います。

最後に、在宅生活支援事業会計について報告いたします。

在宅生活支援事業会計の概要。収支決算では、１６９万８，０００円の当年度純利益が計上さ

れております。

総収益は、平成２０年度の２，４０２万円に対し、平成２１年度は２，４２９万２，０００円

で、１．１％の増となっております。総費用は、平成２０年度の２，１７０万３，０００円に対

し、平成２１年度は２，２５９万４，０００円であり、４．１％の増となっております。

訪問看護収益を前年度と比較しますと、収益では居宅介護が６６４万２，０００円で、０．３

％の減、訪問看護療養が１，７６４万８，０００円で、１．７％の増となっております。費用で

見ると、訪問看護費用が２，２５１万８，０００円で、４．２％の増となっております。患者数

では、居宅介護が８８３人で、１．０％と増加し、訪問看護療養についても１，７９０人で、６．

２％増加をしております。訪問看護全体としては２，６７３人であり、昨年度に比べ１１４人、

４．５％増加している状況となっております。

収支では、今年度の純利益が１６９万８，０００円、対前年度比では２６．７％の減となり、

収益率が低下しております。

在宅生活支援事業会計の審査意見を、１点のみですが申し述べます。

安心して住みなれた地域で生活できる在宅のキーワードは、実行部隊である地域医療室の活動

次第であると考えます。総合的、一体的な退院カンファレンスを徹底して行うことによって、西

伯病院が後ろ盾となった在宅への安心感をもたらすことができます。地域医療室のさらなる奮闘

を期待するものでございます。

以上で平成２１年度の決算監査報告を終わらせていただきますけれども、決算監査に当たりま

しては、各部局の責任者の方及び担当の方から会計別歳入歳出決算書とともに、各事業について

その目的、財源内訳、予算額及び決算額の前年度対比などを記載した事業報告書を提出していた

だきまして、事業の一つ一つについて説明をしていただいたわけでございます。この事業報告書

の内容につきましては、報告書を見ればその事業の内容や課題がわかるようにといろいろと注文

もつけさせていただきまして、かなりわかりやすいものになってると思っております。実施しま

した事業の自己評価については、担当課ごとに考察のばらつきも見られますけれども、全体的に

は今後の事業運営に当たって改善の参考となるような資料になったと判断をしております。

事業の担当者には、社会情勢の変化や町民のニーズを考慮した上で、必要性や優先性、有効性
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などを考察していただくようにお願いをいたしております。

議員各位におかれましても、ぜひこの事業報告書に目を通していただき、各事業について認識

を深められ、今後の町政に役立てていただきますようお願いいたしまして、平成２１年度の決算

監査報告を終わらせていただきます。以上でございます。

○議長（石上 良夫君） 以上で監査報告を終わります。

本日の議事の都合上、あらかじめ会議時間の延長を宣告いたします。

ここで休憩をいたします。再開は４時４５分とします。

午後４時３１分休憩

午後４時４５分再開

○議長（石上 良夫君） 再開します。

引き続いて提案説明をお願いします。

議案第６８号。

副町長、藤友裕美君。

○副町長（藤友 裕美君） 副町長。議案第６８号、南部町立おおくに田園スクエア条例等の一部

改正について。

次のとおり南部町立おおくに田園スクエア条例等の一部を改正することについて、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決をお願いをいたすものでございます。

お手元に配付しております改正条例の新旧対照表を参考にしていただきたいというふうに思い

ます。

本議案でございますが、これはこれまでに教育委員会の所管でありました南部町民おおくに農

山村広場及び南部町民おおくにコミュニティ運動施設を、おおくに田園スクエアと一体で管理を

するためにおおくに田園スクエア条例に加えると同時に、南部町民体育施設条例から削除をする

ための改正を行うものでございます。

また、南部町立おおくに田園スクエア及び南部町立ふるさと交流センターの管理を指定管理者

による管理ができるように必要な改正を行うものでございます。

この条例の施行日は、平成２２年１０月１日といたしております。よろしく御審議のほどお願

い申し上げます。

○議長（石上 良夫君） ここで、地方自治法第１１７条の規定によって、青砥日出夫君の退場を

求めます。
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〔８番 青砥日出夫君退場〕

○議長（石上 良夫君） 日程第２３、議案第６９号の説明をお願いいたします。

副町長、藤友裕美君。

○副町長（藤友 裕美君） 副町長。議案第６９号、公の施設の指定管理者の指定について。

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定によって、議会の議決をお願いをいたすものでございます。

本議案でございますが、これは南部町立ふるさと交流センター、南部町立おおくに田園スクエ

ア及びレストハウス⋞バーベキューハウスの各施設について、指定管理者の指定をするものでご

ざいます。

南部町立ふるさと交流センター及び南部町立おおくに田園スクエアにつきましては、それぞれ

の施設を拠点として活動していただいております天津地域振興協議会及び大国地域振興協議会に、

指名指定によって管理をお願いをするものでございます。

また、レストハウス⋞バーベキューハウスについては、前の指定管理者が事情により指定期間

の中途において指定の取り消しを求めたために昨年度末で指定管理を終了し、本年４月からは直

営で運営を行ってまいりましたが、本年７月に指定管理者の公募を行いまして、１団体の応募が

あったものでございます。

これに伴いまして指定管理候補者選定委員会を開催いたしておりますが、レストハウス⋞バー

ベキューハウスにつきましては８月の１０日に、ふるさと交流センター及びおおくに田園スクエ

アにつきましては９月１日に開催をし、それぞれ御審査をいただきまして指定管理候補者として

承認をいただいたところでございまして、本議会にそれの上程をさせていただいたものでござい

ます。

レストハウス⋞バーベキューハウスにつきましては、１団体の応募でございますけれども、こ

れは鴨部まこも友遊会、代表者、青砥美穂子という団体からの申請でございました。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（石上 良夫君） 青砥日出夫君の入場を許可します。

〔８番 青砥日出夫君入場〕

○議長（石上 良夫君） 続いて、日程第２４、議案第７０号から、日程第２８、議案第７４号ま

でをお願いいたします。

総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 総務課長でございます。議案第７０号、平成２２年度南部町の一般

－５２－



会計補正予算（第２号）について説明をさせていただきます。

議案第７０号

平成２２年度南部町一般会計補正予算（第２号）

平成２２年度南部町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３，１５５千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ６，５６８，１３５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

平成２２年９月１０日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２２年９月 日 決 南部町議会議長 石 上 良 夫

主なものでございます。今回は、ＥＶタウン推進事業ということで電気自動車の関係でござい

ますが、これの推進を上げております。これは、南部町地域新エネルギービジョン報告書に定め

ますクリーンエネルギー自動車の導入を図り、また、同時に充電施設のインフラ整備を図るもの

でございます。

それでは、９ページ、歳出の方から説明をいたします。前段に全体の説明をさせていただきま

すが、共済費等それぞれの事業のところに出てまいります。これは、雇用保険料の率が変更にな

りまして、それに伴う増額補正をかけております。以下はちょっと省略をさせていただきますが、

そのような内容だということで御理解をいただきたいと思います。

９ページの２款総務費、４目のＣＡＴＶ管理費でございます。２３５万８，０００円を補正を

いたしまして、４，４６９万６，０００円と増額するものでございます。これは、工事費でござ

いますが、ＣＡＴＶの支障移転工事費でございます。これは、県道改良に伴います支障移転と、

ＮＴＴ柱の立てかえに伴う支障移転でございます。

その次、７目の財産管理費でございます。９６万６，０００円を増額をいたしまして、３億１，

００３万９，０００円とするものでございます。これは、１３節の委託の部分でございますが、

－５３－



上のＬＧＷＡＮ保守点検委託料については組み替えをするものでございます。中ほどに法面伐採

委託料ということで１４万４，０００円を上げておりますが、これは東西町２区ののり面の立木

除去を行うものでございます。その下に施設管理委託料がございますが、これは先ほど指定管理

の議案を出しております。指定管理に伴います施設管理の委託料が減となるものでございます。

それから、最後の段になりますが、これがおおくにコミュニティ並びにふるさと交流センターの

指定管理料２つ分でございます。

１６目、一番下になります。企画費でございます。６６２万円の増額をしまして、４億３，５

５２万７，０００円とするものでございます。その中で１３、委託料、それから１４、使用料、

１５、工事請負費の中のＥＶスタンド保守点検委託料ということで、それぞれ含んでおります。

それから、１４、使用料の中の高速通行料２万円でございます。それから、テント⋞レンタカー

借り上げ料７万円でございますが、これは宝塚市から柿の種吹き飛ばし大会を市のイベントに参

加要請がございまして、大会の宣伝と、それから物産販売、地域間交流を図りたいということで

今回お願いをするものでございます。１９節の負担金、補助及び交付金でございます。バス対策

利用補助金２８万８，０００円でございます。これは、あいみ手間山、あいみ富有の里協議会の

社会実験として半年間、高校生を対象に１回当たり１００円を助成する事業に取り組まれるもの

でございます。

１７目地域自治振興費でございます。１３７万７，０００円を増額しまして、５，６７２万１，

０００円とするものでございます。まちづくり推進助成補助金、これが３５万７，０００円にな

っておりますが、原のごみステーションの整備並びに宮前二区の相撲小屋の屋根の修理というも

のでございます。その下の自治組織交付金１０２万円でございます。賀野振興区で職員が来年の

４月からということでございましたが、８月に引き上げました関係で人件費部分の追加をお願い

をしているところでございます。

続きまして……（サイレン吹鳴）２款の総務費、同じですが最後の方になります。１目の税務

総務費でございます。４４万３，０００円を増額いたしまして７，８５１万円とするものでござ

います。１８の備品購入費、地籍管理情報システム購入費ということでございます。この情報シ

ステムのリース契約期間が満了いたします。それで、これの機器の購入をするものでございまし

て、再リース契約よりも安価となるということから購入をするものでございます。

１１ページになります。３款の民生費、２目の障がい者福祉費でございます。１８節の備品購

入です。オストメート対応トイレということで、トイレを購入するものでございます。天萬庁舎

の方に設置をするものでございます。１９節の負担金、補助及び交付金でございます。通所サー
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ビス利用促進補助金の増ということでございます。

続きまして、児童福祉費の方に入りますが、１目の児童福祉費総務費でございます。３４万１，

０００円を増額をいたしまして、５０７万８，０００円とするものでございます。これは、平成

１７年に策定をいたしました次世代育成行動計画、これの改定を行うものでございます。

３目の子ども手当費でございますが、１８万３，０００円を増額いたしまして、１億９，１８

３万５，０００円とするものでございます。子ども手当の郵送料が多くなることが見込まれてお

りますので、今回お願いをするものでございます。

１２ページでございます。４款の衛生費でございます。３目の健康増進費でございますが、２

０万３，０００円を増額をいたしまして、２，６４８万４，０００円とするものでございます。

この報償費、それから旅費、需用費の消耗品費までは自殺対策といたしまして、対面型相談支援、

それから電話相談支援、人材養成事業、普及啓発事業を行うものでございます。これは、１０分

の１０が国の方から負担をするものでございます。

１３ページに移ります。農業水産業費、農業委員会費でございます。５９万６，０００円を増

額補正をし、１，０２７万９，０００円とするものでございます。農業行政システム改修委託料

としております。農家基本台帳から農地基本台帳に変更になることから、農業行政のシステム整

備を行うものでございます。これも１０分の１０の国の負担ということになっております。

５目農業振興費でございます。７８万５，０００円の増額をいたしまして、１億１，６６３万

６，０００円とするものでございます。これは、１９節負担金、補助及び交付金でございます。

農地流動化推進支援事業補助金、それと果樹園緊急防除支援事業補助金でございます。

続きまして、１２目の地域物産販売所事業費でございます。１１０万２，０００円を増額をい

たしまして、６５９万８，０００円とするものでございます。施設の修繕料でございますが、こ

れは野の花の通路、屋根、それから直売所の外壁が傷んでおりまして、これの修理を行うもので

ございます。これは、この半分は伯耆町の負担となっておるものでございます。

続きまして、林業費の方に移ります。２目の林業振興費でございます。８７５万円を増額をい

たしまして、１億７，１３８万２，０００円とするものでございます。１９節の負担金、補助及

び交付金でございます。緑の産業再生プロジェクト補助金というもので、県と協議をいたしまし

て大木屋地内、共有林となりますが、この干ばつが事業対象となったことによる増額でございま

す。また、鳥獣被害防止対策事業補助金、それから鳥獣被害防止対策事業貸付金２００万の組み

替えをしております。これは、県からの補助金が直接協議会に交付されるため、補助金から貸付

金へ組み替えを行うものでございます。
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緑水湖周辺施設費です。組み替えとしております。これは、１３の委託料のところがございま

すが、指定管理料５０万円、これは１０月１日からの指定管理料に組み替えるものでございます。

１４ページに移ります。６款の商工費でございます。１目の商工振興費２３万８，０００円を

増額をいたしまして、２，６７５万９，０００円とするものでございます。１９の負担金、補助

及び交付金、地域コミュニティビジネス⋞スタートアップ事業補助金ということで、２３万８，

０００円を組んでおります。これは、米子髙島屋の東館１階に桜屋というものがございまして、

そこで商品の展示をしております。それのレイアウトの改修を行い、物産販売増加につなげるも

のでございます。

８款の消防費でございます。１、非常備消防費でございます。１７万４，０００円を増額をい

たしまして、２，１５３万５，０００円とするものでございます。１８節備品購入費でございま

す。可搬ポンプの延長吸管を購入する予定でございます。３カ分団に配置するものでございます。

９款教育費、２目の事務局費でございます。９８万円を減額をいたしまして、９，７６２万円

とするものでございます。ここに燃料費、備品修繕料、自動車保険等ございますが、これを減額

をするものでございますが、これは公用車のバス３台のうち２台を廃車することによる減額補正

ということになっております。

１５ページに移ります。同じく教育費で小学校費でございます。１目の学校管理費でございま

すが、２１万９，０００円を増額をいたしまして、６，１４３万２，０００円とするものでござ

います。１８節備品購入費、会見二小の消火栓ホース及び格納庫の購入でございます。これは、

消防署から指摘がございまして、ホース、格納庫などを整備するものでございます。

２目の教育振興費１９６万７，０００円を増額いたしまして、２，２１１万８，０００円とす

るものでございます。これは、先ほど町営バスを３台のうち２台を廃止するということを申し上

げましたが、それのかわりにバスを今度借り上げるということになりますので、その費用１９６

万７，０００円を増額をするものでございます。

続きまして、中学校費でございます。２目の教育振興費１５９万６，０００円を増額をいたし

まして、９１１万７，０００円とするものでございます。先ほど小学校で申しました町所有のバ

スの廃止に伴う貸し切りバスでの対応ということで、中学校２校分で１５９万６，０００円をお

願いをするものでございます。

１６ページに移ります。同じく教育費ですが、５目図書館費でございます。２７８万２，００

０円を増額をいたしまして、４，５４４万２，０００円とするものでございます。１８節備品購

入費、図書館システム用の備品でございます。これは、天萬庁舎に開設します図書館に図書館シ
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ステムの拡張整備を行うものでございます。

同じく教育費、１目保健体育総務費でございます。ここは４万７，０００円を増額をいたしま

して、１，４２８万１，０００円とするものでございます。総合型地域スポーツクラブでござい

ますが、必要経費を各費目で予算計上をしておりましたが、補助金として設立準備委員会に交付

するために組み替えを行うものでございます。支援事業補助金として４８万円を支援するもので

ございます。

それから、１７ページに移ります。２目の体育施設費でございますが、３０万１，０００円を

減額をいたしまして、５２３万９，０００円とするものでございます。これは、おおくに田園ス

クエアの指定管理に伴う減額ということでございます。

３目の学校給食費でございます。２８万６，０００円を増額をして、１億１，９３２万５，０

００円とするものでございます。施設修繕料８万円でございますが、会見給食センターのキュー

ビクルの外部塗装を行うものでございます。備品修繕２０万６，０００円は、西伯給食センター

の熱交換器から水漏れが発生しておりますので、これを取りかえるものでございます。

７ページ、歳入の方の説明を行います。１２款分担金及び負担金でございます。負担金、計で

３８万６，０００円増額補正をして、１億２，５８０万２，０００円とするものでございます。

これは、臨時特例基金特別対策事業負担金が増額となるものでございます。

中ほどに、１４款国庫支出金がございます。１目の民生費国庫補助金３５３万９，０００円を

増額をして、１，３２１万９，０００円とするものでございます。３５３万９，０００円は、子

育て支援センターの委託でございまして、事業費の２分の１ということでございます。

１５款県支出金です。２目の民生費県補助金１４２万８，０００円を減額をいたしまして、７，

６９５万１，０００円とするものでございます。臨時特例基金特別対策事業の補助金２００万円

がふえております。また、地域子育て支援拠点事業費の補助金が廃止のため、３４３万６，００

０円減額をしております。

８ページに移ります。衛生費補助金でございます。１７４万５，０００円を増額をいたしまし

て、１億３，１０７万７，０００円とするものでございます。３節の環境衛生費補助金でござい

ます。先ほど支出の方で説明をいたしました自殺対策緊急強化交付金並びにＥＶタウン推進事業

補助金１５０万円等合わせたものでございます。

５目の農林水産業費県補助金でございます。８０３万８，０００円を増額をいたしまして、２

億７，４２５万４，０００円とするものでございます。２節の林業費補助金でございます。緑の

産業再生プロジェクト事業補助金、干ばつ事業になりますが、８７５万円。それから、鳥獣被害
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防止総合対策事業補助金、これが下段の諸収入の方で上がってきますけども、減額となっており

ます。

２０款の諸収入でございます。４目の雑収入でございます。ここで地域物産販売所管理委託負

担金ということで、野の花の修理代の２分の１が伯耆町より入ってまいります。それからＣＡＴ

Ｖの移設補償金が１２５万４，０００円。クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金が

１２５万円入ってまいります。

続きまして、４ページに移ります。第２表、債務負担行為補正、追加でございます。この３件、

いずれも指定管理によるものでございます。事項、期間、限度額の順に申します。

森林保養施設レストハウス⋞バーベキューハウス指定管理料、期間が平成２３年度から平成２

５年度まで、限度額が２５０万円。南部町立おおくに田園スクエア指定管理料、平成２３年度か

ら平成２４年度まで、７１７万円。南部町立ふるさと交流センター指定管理料、平成２３年度か

ら平成２４年度まで、７８８万８，０００円でございます。

以上で説明終わります。御審議のほどよろしくお願いをいたします。

○議長（石上 良夫君） 健康福祉課長、前田和子君。

○健康福祉課長（前田 和子君） 健康福祉課長でございます。

議案第７１号

平成２２年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

平成２２年度南部町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８，４４７千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１，２５３，８７７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２２年９月１０日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２２年９月 日 決 南部町議会議長 石 上 良 夫

それでは、事項別明細で御説明をいたします。７ページをお開きください。今回の補正でござ
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いますけれども、退職被保険者の療養給付費増加によりまして、予算額が不足すると見込まれる

ために行うものでございます。

歳出の方から御説明をいたします。１款は省略をいたします。

２款保険給付費、退職被保険者等療養給付費、３，１３１万８，０００円を増額し、９，４０

８万７，０００円とするものでございます。この退職被保険者の療養給付費でございますけれど

も、平成２１年度１カ月平均でございますけれども、計算をいたしますと月６２２万６，０００

円でございましたが、平成２２年の３月から５月の平均をいたしますと月９５８万円の療養給付

を行っているということで、今後の増額部分を見込んで補正予算として計上させていただきまし

た。

続きまして、退職被保険者等高額療養費でございます。１，１４２万６，０００円を増額し、

１，７９７万６，０００円といたすものでございます。これも４月から６月までの平均を計算を

いたしまして伸び率を見込んだものでございますので、よろしくお願いをいたします。

３款から次のページの９款でございますけれども、これはいずれも額の決定による補正でござ

いますので、省略をさせていただきます。

６ページの方にお返りください。歳入でございます。療養給付費等交付金でございますが、８

４５万２，０００円を増額し、９，０５９万７，０００円といたすものでございます。これは、

退職者の療養給付費交付金は基本的には保険税、退職被保険者の療養給付費から保険税を差し引

いた全額が交付されるものでございますので、今回の給付額全額を計上いたしました。

次の、前期高齢者交付金でございますけれども、これは額の決定による増額でございます。

以上、御審査のほどよろしくお願いをいたします。

続きまして、議案第７２号につきまして御説明をいたします。

議案第７２号

平成２２年度南部町老人保健特別会計補正予算（第１号）

平成２２年度南部町の老人保健特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ６３１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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平成２２年９月１０日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２２年９月 日 決 南部町議会議長 石 上 良 夫

７ページをお開きください。歳出の方から御説明を申し上げます。２款諸支出金、１目償還金

１８万９，０００円を増額補正し、１９万円とするものでございます。この１８万９，０００円

でございますけれども、これは平成２０年度の精算処理でございますので、支払い基金、国、県

へそれぞれ返還する額が確定したものでございます。

前ページ、歳入でございます。繰越金といたしまして２０万４，０００円を計上いたしました。

これは、前年度繰越金でございます。

以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いを申し上げます。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 上下水道課長でございます。議案第７３号について説明をいた

します。

議案第７３号

平成２２年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

平成２２年度南部町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３１２千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２３６，５７５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２２年９月１０日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２２年９月 日 決 南部町議会議長 石 上 良 夫

今回の補正の内容でございますけども、１８０号バイパス工事に伴います境地内の圧送管の移

転工事費の補正をお願いするものでございます。
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７ページをごらんください。歳出について説明をいたします。第１款総務費、２目維持管理費、

補正額１３１万２，０００円、補正後の計が５，４３３万８，０００円。補正の内容は、１１節

の需用費、施設修繕費になります。

歳入については、１ページ戻っていただきまして説明をしたいと思います。先ほどの事業に繰

越金を補正額として２４万３，０００円、計が２４万４，０００円。

それと、諸収入の雑入として、補正額１０６万９，０００円、合計が１５７万円。これは、県

道移転工事で県の方からいただく補償費を充当するものでございます。

以上につきまして御審議をよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第７４号について説明をさせていただきます。

議案第７４号

平成２２年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）

平成２２年度南部町の浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９９９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ７５，０４６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２２年９月１０日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２２年９月 日 決 南部町議会議長 石 上 良 夫

今回の補正の内容ですけども、建設課の方で設置しました戸構住宅の２つの浄化槽が上下水道

課の方の管理下になりまして、それの管理に要する経費を補正させていただくものでございます。

歳出について、７ページで説明をいたします。第１款総務費、１目一般管理費、補正額９９万

９，０００円、補正後の計が２，５１２万６，０００円。内容ですけども、１１節需用費が３２

万８，０００円。消耗品、これは消毒剤になります、４万２，０００円。光熱水費、電気代、水

道代です、２８万６，０００円。役務費が４万８，０００円。これは、法定検査料になります。

委託料６２万３，０００円。これは、浄化槽の清掃並びに維持管理の管理委託をする費用でござ
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います。

前のページに戻っていただきまして、歳入ですけども、浄化槽の使用料として補正額６０万、

計が１，５６４万７，０００円。戸構団地の３１戸から徴収する使用料を充てております。

それから、繰越金、前年度繰越金で補正額３９万９，０００円、計が４０万円。これを先ほど

言いました管理の方の経費に充当したいというふうに考えております。

以上について御審議をよろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 提案説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑に当たっては議事の進行上、日程の順に従い、また、ページ及

び項目を明示されるよう望みます。

それでは、議案第５４号、平成２１年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について。質疑あ

りませんか。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） １点だけ町長に伺います。この資料を見ますと２ページに載って

るんですけども、見ますと、町民税あるいは法人税が減ってるということなんですけども、これ

やっぱり今の不況の中の所得が減った中でこういう町税の状況だと思うんですよ。そこで、決算

に見ますと黒字が１億６，０００何がし出てますね。私は、黒字が出ることは結構だと思うんで

すけども、先ほど言いましたように、これだけやっぱり町税が減ってるということはそれだけ生

活が大変な状況だと思うんですよ。お金を余すことについてはいいことだと思うんですけど、住

民の中で、これだけ状況の中で生活支援のために使うべきだと私は思うんですけど、そのことに

ついて町長、どうなんでしょうか。その１点だけお聞きします。

○議長（石上 良夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長。平成２１年度の決算におきまして、さまざまな住民生活、住民福

祉の向上を図って事業を展開いたしまして、その結果として１億数千万円の剰余が出たというこ

とでありまして、この町税の減収とこの剰余というものを直接リンクしてお話になるのはいかが

なものかと、ちょっと性質の違った話だろうというように思っております。暮らしを支えていく

というのが町政の大切な課題でありますから、そういうことはまた歳出のさまざまな項目におい

て、平成２２年度の予算において措置がされておるというように御理解いただきたいと思います。

○議長（石上 良夫君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 次に、議案第５５号、平成２１年度南部町国民健康保険事業特別会計歳
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入歳出の決算の認定について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 次に、議案第５６号、平成２１年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決

算の認定について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 続きまして、議案第５７号、平成２１年度南部町住宅資金貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第５８号、平成２１年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第５９号、平成２１年度南部町建設残土処分事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６０号、平成２１年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決

算の認定について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６１号、平成２１年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６２号、平成２１年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６３号、平成２１年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認

定について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６４号、平成２１年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６５号、平成２１年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定に
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ついて、ございませんか。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） １点だけお伺いしますので、課長、よろしくお願いします。決算

報告書の９ページに提示がしてありますけども、その真ん中辺の事業報告に老朽管の更新という

ことについて関連して聞くんですけども、有収率が上がってますね、率がね。私は非常にいいこ

とだと思うんですよ。ただ、有収率を１００％にするということは非常に難しいことだと思うん

ですけども、しかし、老朽管のために有収率が落ちるということは、私はそう予測するんですが、

今後布設がえということが予定がされている部分があればお聞きしたいんですが、いかがでしょ

うか。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 質問に答えます。今回の決算の内容にあります老朽管というの

は、三崎、天萬で行いました石綿管の更新工事のことを言っておりますので、イメージを持って

おられるような古い管をかえていくということではありませんので、石綿管だけを集中的に撤去

していく事業をやったということでございます。ただ、それに関しましては、まだ一部、寺内の

県道の中に残っておりますが、御存じのように幅員が狭いものでして、改良工事等がございまし

たらそのときにあわせてさせていただこうかなというふうに課の方では考えております。以上で

ございます。

○議長（石上 良夫君） １３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） つまり、工事は道路が狭くて、なかなか工事ができにくいんでで

きれば道路の改良にあわせてやりたいんで、それが、だから今計画としていつやるということは

難しいというぐあいに受けとめてよろしいでしょうか。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） そのとおりでございます。

○議長（石上 良夫君） よろしいですか。

ほかにありませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 続きまして、議案第６６号、平成２１年度南部町病院事業会計歳入歳出

決算の認定について、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 続けます。議案第６７号、平成２１年度南部町在宅生活支援事業会計歳
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入歳出決算の認定について、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６８号、南部町立おおくに田園スクエア条例等の一部改正につい

て、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６９号、公の施設の指定管理者の指定について、ございませんか。

質疑ありますので、青砥議員、退場求めます。

〔８番 青砥日出夫君退場〕

○議長（石上 良夫君） １３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） １点だけお聞きします。全協で私が、いわゆる休業がありますね、

休業期間があったですね、今まで。はっきり月は覚えてないですけど、たしか１１月から３月ま

でだったですか、ちょっと違っておったらごめんなさいね。それについてはどうなんでしょうか

ということでしたけども、今度指定管理を受けられた方の、その人の意向でやられればいいとい

うことなんですわ。ところで聞くんですけども、仮に受けられた方が２カ月ぐらいしかやらない

わということでなっても、それでも、もちろん管理料が減るかもしれませんけど、そのことにつ

いては構わんわけですか。町としては、いつからいつまでは最低やれというぐあいに契約になっ

てるんでしょうか。以上、この点だけをお聞きします。

○議長（石上 良夫君） 産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） 産業課長でございます。基本的には、条例上では４月から１０月末

ということになっております。あと、経営のことですのでその事業者の方とお話をしながら、延

長という意味では秋の延長というのは考えるべきかなというふうに思ってますんで、事業者の方

と協議をして決めたいというふうに思ってます。

○議長（石上 良夫君） １３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 条例で定まっているということであれば、先ほど課長の答弁から

私理解すれば、その期間は必ずやっていて、あるいはもっと季節を延ばしたい、営業季節を延ば

したいということについては協議してやる。ただ、短縮はできませんよというぐあいに理解して

よろしいでしょうか。

○議長（石上 良夫君） 産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） そのとおりでございます。

○議長（石上 良夫君） ほかにございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） ここで、青砥日出夫君の入場を許可します。

〔８番 青砥日出夫君入場〕

○議長（石上 良夫君） 質疑を続けます。議案第７０号、平成２２年度南部町一般会計補正予算

（第２号）、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７１号、平成２２年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７２号、平成２２年度南部町老人保健特別会計補正予算（第１

号）、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７３号、平成２２年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７４号、平成２２年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算

（第１号）、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本日の上程議案についての議案説明は終わりましたが、質疑を保留のまま、

会議規則第４９条の規定により、１４日の会議に議事を継続したいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 御異議なしと認めます。よって、本日の上程議案は、１４日の会議に議

事を継続いたします。

⋞ ⋞

○議長（石上 良夫君） 以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会といた
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します。

また、来週１３日は定刻より本会議を持ちまして、一般質問を行う予定でありますので、御参

集をお願いいたします。遅くまで御苦労さんでした。

午後５時４３分散会
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